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重点方針専門調査会（第６回） 

議 事 次 第 

 
 

日 時  平成29年３月30日（木）13:00～16:03 

場 所  合同庁舎８号館８階特別大会議室 

 

 

１．開 会 

 

２．議 事 

（１）「女性活躍加速のための重点方針2017」に盛り込むべき重点取組事項について 

・男性の暮らし方・意識の変革 

・あらゆる分野における女性の参画拡大・人材育成① 

（２）その他 

 

３．閉 会 
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○佐藤会長 それでは、少しおくれられている委員の方もいらっしゃいますが、定刻です

ので、ただいまより第６回「重点方針専門調査会」を始めさせていただきます。 

 本日から、当専門調査会では、「女性活躍加速のための重点方針2017」に盛り込むべき

重点取組事項について、皆様に調査審議していただきたいと思います。女性活躍をさらに

加速させるために、積極的な御議論をいただければと思います。 

 まず初めに、今日御欠席の委員ですけれども、新たに男女共同参画会議員に御就任され

た室伏お茶の水女子大学長に、当専門調査会にも御所属いただくことになりましたので、

御報告させていただきます。今日は御欠席ということです。 

 それでは、議事に入っていきたいと思います。 

 まず、配付資料について、事務局から確認をお願いいたします。 

○岡田総務課長 それでは、確認させていただきます。 

 今日の資料は大部になりまして、封筒の中に入れさせていただきました。 

 １枚目、議事次第でございます。 

 配付資料がございますけれども、資料１－１から１－４までは、重点方針についての考

え方とか、どういった形でやっていくのかということを記した資料集でございます。 

 資料２とついているものにつきましては、今日後ほど行わせていただきます各省の報告

に関する資料でございます。２－１－１とか、最後に枝番１がついているものは役所の説

明資料でございます。２－１－２と最後に枝番２がついているものは、後で御説明いたし

ますけれども、関連するフォローアップ用の資料として内閣府で作成したものでございま

す。内閣府の資料、内閣人事局からの説明、総務省からの説明、国交省からの説明となっ

ております。 

 資料３－１と資料３－２という、やや大き目のA3の資料、折ってあるものがございます

けれども、これはフォローアップ用の資料、それぞれの役所の説明資料の次に入れさせた

ものを統合した資料でございます。 

 資料４－１、これは縦長でございます。４－２は、これはそれぞれの役所の説明の資料

の後につけておりますけれども、それを統合した形で、計画での目標値とか、それが今ど

うなっているかというものをまとめたものでございます。 

 資料５としまして、苦情の処理などに関する資料でございます。 

 参考資料としては、机上に置かせていただきましたファイルにとじさせていただいてお

ります。めくっていただきますと、規程集とか、この調査会の先生方の名簿とか、去年、

一昨年の重点方針の本文、また、それに向けてこの重点方針専門調査会に御議論いただい

て男女共同参画会議で意見として提示していただいた重点取組事項について、去年の分と

昨年の分をそれぞれ載せさせていただいております。また、重点方針2015についての幹事

会の資料につきましても、参考資料８ということで載せさせていただいております。その

ほか、参考資料９では、４次計画について本文を入れさせていただいておりまして、参考

資料10と参考資料11というのは、先般男女共同参画会議のもとに置かれておりました専門
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調査会でそれぞれ公表されております調査会報告書、２本でございます。参考資料12とい

うのは、後で説明の際に使わせていただきますけれども、内閣府男女共同参画局で実施し

ました報告書の概要をつけさせていただいております。 

 以上が本日の資料でございます。 

○佐藤会長 たくさんあるので、資料で欠けているとか、途中で気づいたということにな

るかと思います。今、気づいたり、後で気づいたりしたら手を挙げていただくということ

でよろしいですか。 

 それでは、今日から専門調査会の議論を始めるのですけれども、その前に３月24日に行

われた男女共同参画会議の議論や、それを踏まえて、この調査会での進め方、スケジュー

ル等について御説明いただければと思います。 

○岡田総務課長 それでは、資料１－１、１－２、１－３、１－４を使いながら説明させ

ていただきたいと思います。 

 最初に、資料１－２を御覧いただければと思います。 

 これは、先週３月24日の参画会議におきまして、加藤大臣から重点方針2017の検討方針

についてということで提示させていただいたものでございます。ここには、重点方針2017

策定の「基本的な考え方」、また、今後どういったものについて検討するかという具体策

についてその考え方を記載してございます。 

 １枚目の下のほうでございますけれども、「検討する主な具体策（素案）」については、

後ほどスケジュールを御説明させていただきますけれども、数回本調査会を開催させてい

ただく中で、分野ごとに議論していただくものでございます。 

 「基本的な考え方」に戻らせていただきますけれども、ここでは、去年４月に女活法が

完全施行されまして、制度的な枠組みは構築された、制度に基づいた取組の徹底を図る段

階に来ているという基本的な考え方、また、女性活躍に不可欠である働き方改革とか、男

性の暮らし方・意識の変革について、引き続き政府を挙げて取り組んでいく必要がある。

次の●ですけれども、今後は女性活躍情報の資本市場・労働市場における見える化・活用

促進、地域における取組の促進など、自立的な取組を促進することが重要になるというこ

とと、次の●ですけれども、女性が活躍するための前提となる安全で安心な暮らしの基盤

整備のために、女性に対する暴力の根絶に向けた取組を加速する必要がある。この辺が基

本的な考え方でございます。最後の●は、スケジュールをざっくり書いたものでございま

す。 

 「検討する主な具体策（素案）」ということで、先ほど申し上げましたけれども、今後、

調査会の中でそれぞれ議論させていただくということで考えておりまして、主なものは５

つの●の小見出しを出しておりますけれども、今後、それぞれで議論の時間をとらせてい

ただくようにしたいと考えております。 

 なお、「女性の安全・安心の暮らしの実現」、女性に対する暴力に関するものにつきま

しては、別途女性に対する暴力に関する専門調査会で御議論いただいて御報告いただくと
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いうことで考えてございます。 

 資料１－３は、先週の参画会議の議事要旨でございます。ここの６ページ以降を御覧い

ただければと思います参画会議の議員から、重点方針の策定に向けて幾つか御提案をいた

だいておりますので、この専門調査会での先生方の御提言、御意見やこの参画会議で議員

の先生方の御意見などを入れていきまして、まとめさせていただきたいと考えてございま

す。 

 資料１－４、縦長のオレンジ色で枠をつけた資料でございます。この下半分を御覧くだ

さい。本日３月30日が第６回重点方針専門調査会で、重点取組事項の検討開始ということ

でございます。あと２回やらせていただいて、５月中旬に第９回ということで、その時点

で重点取組事項の取りまとめを行わせていただいて、それを５月の中下旬に男女共同参画

会議に報告して、参画会議として決定していただくというスケジュールで、現在、考えて

ございます。それを踏まえて、政府としまして、５月下旬から６月上旬にかけて、すべて

の女性が輝く社会づくり本部で重点方針の決定とスケジュールを考えてございます。 

 最後に、戻りまして資料１－１を御覧いただければと思います。 

 先生方におかれましては、去年も重点方針2016に盛り込むべき事項について御議論いた

だいたわけでございますけれども、これはこの横長の紙でいいますと左から２つ目の四角、

５月下旬に重点方針2016策定に係る御議論をいただいたわけでございます。重点方針2016

に基づきまして、関係府省は、2017年度の予算要求をして、予算に基づいて、2017年度、

来週からでございますけれども、事業を進めてまいります。また今年度内にできたものも

ございますでしょうし、法令改正、運用等により実施していくものもございます。 

 下のほうに赤い枠の吹き出しを書かせていただきましたけれども、このような2016年度

に実施しました施策の実施結果とか、2017年度の予算の状況を踏まえまして、先生方に真

ん中の黄色い四角に示させていただいた重点方針2017、これは先ほど申し上げましたけれ

ども、６月の策定を予定しております。それに盛り込む事項について御議論いただきたい

と考えております。 

 重点方針2017には、そこから黄色の矢印が出ておりますけれども、2018年度に新たに予

算関連施策として実施する施策、また、2017年度中に実施したり、法令改正とか運用など

により実施施策が盛り込まれることになると思いますので、これらにつきまして御議論い

ただく際の前提としていただきたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○佐藤会長 お手元に御説明いただいた資料１－１を置いていただくといいと思うのです

けれども、今、我々がいる時点というのは、今日は30日ですから、この2016年の本当に最

後ですね。ここで議論するのは何かというと、2020年度を目指して第４次計画があります

ね。これはたしか政府の方針は決まっていて、これを目指して各省庁に取り組んでいただ

くわけですけれども、それを視野に置きながらです。実績として今わかるのは、そろそろ

終わりですから、これまでの取組がある2016年度です。去年、重点方針で議論したのは2017
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年度の予算要求ということです。ですから、予算は決まっているわけです。ですから、2017

年度はまだこれからなのですけれども、我々が議論するのは、主には2018年度の予算要求

になっていくわけです。 

 ですので、第４次計画をにらみながら、2016年度までの今までの施策の実行状況、やら

れていることと、2017年度にとれている予算がありますね。これも置きながら2018年度に

どうするか。だから、そういう2018年度に、予算絡みになりますけれども、必要なものを

予算要求してもらっているかと。予算だけが重点という意味ではないですけれども、そう

いうことを議論します。 

 もう一つは、資料１－２で大臣ペーパーが出ていますので、この大臣ペーパーは、2018

年度に実施する2017年度予算要求で言えば、こういう考え方で重点方針をつくろうという

ものが出ていますので、４次計画をにらみながら、同時にこの大臣ペーパーが、こういう

基本的な考え方というのはありますので、もちろん補正はありますけれども、その枠内で

2018年度に予算をつけてやっていただくものとして、どういうものを重視したらいいか、

それに沿ったような要求案の考え方が合っているかどうかを御議論いただきたいというこ

とです。普通の時間感覚とずれているというのは変な言い方ですけれども、少し先のこと

になります。 

 そういうことで、進め方なり大臣ペーパーなりに御質問があれば伺っておきますが、い

かがでしょうか。 

 2017年度の予算要求は終わっていて、もちろんその執行の仕方はありますけれども、そ

ういうことを踏まえながら2018年度ということになります。大きな枠組みは、先ほどお話

ししましたような、女性活躍推進法ができて大きな枠組みができていますので、まず、こ

の取組を徹底する。ただ、その中で働き方改革とか、女性の暮らし方・意識の変革は重要

な位置づけということです。そういう取組を自立的にということで、資本市場や労働市場

の見える化とか、地域における取組とか、こんなことをやろうと。基本的にこの辺の考え

方を踏まえながら御意見を伺えればと思います。いいですか。 

 それでは、よろしくお願いします。 

 これから、重点取組事項の調査に当たって、既にお話ししましたけれども、重点方針の

2015、2016の取組条項、これも御説明いただけると思いますので、それについて事務局か

ら御説明いただければと思います。 

○出口調査課長 ありがとうございます。 

 先ほど、今回の議論につきまして、資料１－１にありますとおり、重点方針2017の御検

討とあわせて、重点方針2015、2016、それに第４次男女共同参画基本計画のフォローアッ

プを行っていくということでございますので、各府省からヒアリングを受ける際の資料と

して、主に使う資料ということで、事務局で準備させていただきました。 

 例えば、今回ヒアリングの１項目「男性の暮らし方・意識の変革」を例にとって御説明

させていただきますと、担当府省としては内閣府男女局が説明を行いますが、ヒアリング
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の際には２点の資料を主に使用させていただきたいと存じます。 

 １点目は、資料２－１－１の中で、１ページから３ページまでが重点方針2017を意識し

て担当部局が作成した資料でございます。 

 それにあわせて、別の資料になりますが、資料番号２－１－２①ということで、冒頭１

枚目、「ヒアリング項目：男性の暮らし方・意識の変革」という資料がございます。この

２点目の資料２－１－２①がフォローアップに係る基礎資料でございます。掲載している

情報につきましては、１枚目がこの施策についてのこれまでの重点方針2015、2016の記載

の該当箇所でございます。２ページ目が、３点情報を掲載しておりますが、１点目はこの

ヒアリング項目が第４次基本計画の中では、個別分野、１分野から12分野のどの分野に該

当するのか。２点目の情報といたしましては、重点方針2015、2016に基づく関連の施策が

何であるのかということで、施策名と予算額をお示ししています。３点目が、４次計画の

中のどの成果目標に関連するものかということで、関連目標をここに抜粋しております。

最近の足元の動向についても記載しております。３ページ以降が、資料のサイズが違って

恐縮でございますが、A3の大きい紙のものが重点方針2015、2016で実施された施策の概要、

また、来年度実施予定の施策の概要ということで情報をまとめております。ですので、各

府省のヒアリングにおいては、発言者はこの２点の資料に基づき発表することと存じます

ので、この資料を中心に御議論いただければ幸いでございます。 

 また、例えば、本日の後半、内閣人事局が発表を行います。議事次第に戻りますが、内

閣人事局のケースで申し上げますと、その２点の資料は資料番号２－２－１と２－２－２

ということで、この２点で説明を進めていきたいと存じております。 

 議論のための参考資料といたしまして、大きなA3のサイズになりますが、資料３－１、

３－２ということで、かなりページ数が多くて恐縮なのですけれども、この２点の資料を

準備しております。この２つは、それぞれ重点方針2015、重点方針2016に基づく各府省の

施策を４次計画の個別分類ごとに分類し直したものでございます。ですので、重点方針2015、

2016の本文の順番とは違っております。この資料は、昨年９月に本専門調査会での御意見

を踏まえて、類似の施策の関係性とか比較をする際に活用していただければということで、

事務局で作成いたしました。 

 最後に、資料４－１、４－２というのが、４次計画の政策領域目標の動向、また、成果

目標及び参考指標の動向についての資料ということで準備したものでございます。よろし

く御活用ください。 

 以上です。 

○佐藤会長 私も十分に説明できなかったのですけれども、2015と2016のフォローアップ

もここの役割なのです。フォローアップのことをやりながら2017を議論するということで

すので、資料もそのようにつくっていただいて、2015、2016でどういうことを言っていた

のか、それにどういう予算がついたのか、それを見ながら2017の説明を聞いて議論するこ

とになります。いいですか。そういうふうに資料が全部できているということです。今日
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御説明いただいたような形で資料はつくってあるということですので、そういう趣旨でそ

れぞれのものを見ていただければと思います。これだけのものだから、頭がこんがらがっ

てしまいますけれども。よろしいですか。 

 どうぞ。 

○鈴木委員 確認でございますが、例えば、資料２－１－２の横長のものを見ますと、重

点方針2015、2016で同じフォーマットになっておりますけれども、例えば、重点方針2015

でやったことについて、資料としては、施策の背景・目的があり、概要までしかないわけ

であります。今後のヒアリングで御説明があるのだろうと思いますけれども、やったこと

についての成果でありますとか、このフォーマットは予算までしか載っていないわけです

けれども、27年度の決算はまとまっているのかよくわかりませんが、予算の執行状況とか

が載っていない。その辺はいかがなのでしょうか。 

○出口調査課長 御質問ありがとうございます。 

 重点方針2015に基づいた施策というのは、今年度、平成28年度に実施している施策でご

ざいます。まさに今、本当に執行の最後ということでございますので、執行の結果という

のは本日時点だと難しいところも多々ございますし、決算の状況につきましても、来月に

詳しいものを出せるかというと難しい施策もあるかと思います。数字では正確に出せない

かもれませんが、担当部署ですので、施策の執行状況の大まかな概要については当然把握

していることと存じますので、むしろそういう視点で御質問していただければと思います。 

○佐藤会長 よろしいですか。 

○鈴木委員 はい。 

○佐藤会長 ほかに御質問のある方、どうぞ。 

○横田委員 細かい質問なのですけれども、恐らく結果は行政事業レビューのシートにも

反映していくのだと思うのですが、挙げていただいている第４次の目標値とそのレビュー

シートのアウトプット、アウトカムというのは、基本的に合致しているという認識でよろ

しいですか。 

○出口調査課長 ありがとうございます。 

 詳細についてまでは存じ上げないのですけれども、やはりそのアウトカムと実際の施策

の関係性を見る上ではこの４次計画の成果目標は大変重要なものと思いますので、そこの

ところはもちろん各省重視して行政レビューシートの記入を行っていると考えます。 

○横田委員 せっかくこうやって男女共同参画局でも目標が示されているので、全てが一

貫して記載がされて進んでいったらありがたいと思います。 

○佐藤会長 ほかにはよろしいですか。 

 それでは、これからヒアリングをすることになりますけれども、大きく２つに分けて、

来ていただく準備もありますので、前半は内閣府に続けてずっと説明いただいて、その後

まとめて御議論いただくとさせていただければと思いますので、最初に、「男性の暮らし

方・意識の変革」について内閣府から御説明いただければと思います。 
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○岡田総務課長 内閣府男女局総務課でございます。 

 資料２－１－１を１枚お開きいただければと存じます。まず、今、先生からお話しいた

だきました「男性の暮らし方・意識の変革」に関しまして、今後の展開につきまして、説

明させていただきたいと思います。 

 あわせて資料２－１－２①を御覧いただければと思いますが、２－１－２①の１枚目に

は、男性の意識変革についてどのようなことがこれまでの２回の重点方針に掲載されてい

たか、記載がされていたかということを整理しております。2015では、男性の家事・育児

参画等にかかわる全国的なキャンペーンを展開していくとし、国民の機運を醸成するとい

う記載がございまして、重点方針2016では、それが官民に有機的な連携をさらに進めるこ

ととか、いろいろな細かい具体的なことを書かせていただいて、男性の家事・育児等への

参画を促進する方策を総合的に推進するという記載がございました。 

 １枚めくっていただきますと、その結果、重点方針2015に基づいて28年度の予算がどう

なったかということでございますけれども、それは1,331万で措置されておりまして、後ほ

ど御説明させていただくような広報展開をいたしたところでございます。また、重点方針

2016に基づいて、来年度予算、29年度予算は1,722万が措置されているところでございます。

この分野に関しまして第４次計画でどのような成果目標になっているかということでござ

いますけれども、６歳未満のお子さんを持つ夫の育児関連時間ということで、１日当たり

２時間半が目標に掲げられておりますけれども、計画策定時に１日当たり67分ということ

でございます。この調査自体が５年に１回でございますので、最新値といいましても計画

策定時の数字と同じということでございます。 

 元に戻っていただきまして、横長の紙を御覧いただければと思います。上のほうはその

目標について書いてございます。緑枠の中でございますけれども、どのような広報展開を

したかということで御報告したいと思います。重点方針2015にあります「家事メン月間」

という設定は行わなかったわけでございますけれども、若年世代の夫婦を対象としたコミ

ュニケーションツールというものをつくりまして、それを使ってワークショップを開催い

たしました。その際、マスコミとか、NPO法人とか、民間企業、また、地方公共団体の事業

と連携する形で実施したところでございます。このコミュニケーションツールはどういっ

た理由でつくったかということでございますけれども、後で申し上げますが、夫婦の中の

家事・育児分担についても、お話し合いにならないと進まないということで、お話し合い

いただく際の資料ということで作成したものでございます。これを作成したところ、いろ

いろな生活情報誌とか、育児雑誌、男性誌などとタイアップのページをつくりまして、広

報展開をさせていただいたということでございます。また、右側のほうですけれども、ポ

スターを作製いたしまして、これは都道府県・政令都市の男女センターなどに配布させて

いただいて、日本の男性の家事・育児時間が他国に比べて短いこととか、これも後で申し

上げますけれども、男性の休日の家事・育児時間が長いほど第２子以降の出生割合が高い

というデータを使いましたポスターを配らせていただいたところでございます。平成29年
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度、来週からでございますけれども、予算措置をしていただいておりますので、今までの

広報展開をさらに推進して、国民の機運を醸成するということで、広報展開をまずはやっ

ていきたいと考えておりまして、また有機的に連携させるように、回数、場所、連携先を

考えつつやらせていただきたいと考えてございます。 

 また、次の２ページ目でございますけれども、後ほど意見交換の中で家本先生からもお

話しいただけるかと思いますが、「男性の暮らし方・意識の変革」については、昨年12月

から２月にかけて専門調査会で御議論いただきまして、その結果が３月にまとまったとこ

ろでございます。その概要が２ページ目、３ページ目に書かせていただいているところで

ございます。冒頭に申し上げましたように、日本の男性の家事・育児時間が短いこととか、

休日に家事・育児をなさる御家庭での第２子以降の出生割合が高いというデータもござい

ますし、家事・育児に男性がかかわることによって男性にとっても意義があるということ

を御議論いただいた上で、３ページ目にございますけれども、具体的な取組として幾つか

御提言をいただいたところでございます。１つ目としては、男性が家事・育児を行うこと

の意義を皆さんに理解していただくような広報展開とか官民連携を図っていくこと、２つ

目としては、男性が家事や育児に参画できるような機会をつくっていくということ、３つ

目としては、家事・育児を軽減する取組の推進をしていくということで、３つについて御

議論いただいて御提言をいただいたところでございます。その中では、男性が家事を行う

ことのポジティブイメージを発信していくとか、家事への参画を支援する企業の表彰をし

てはどうかと。そこに小さい字でございますけれども、いろいろな御提言をいただきまし

たので、それに基づきまして重点方針2017に向けて調整して、盛り込めるところは盛り込

んでいかせていただきたいと考えております。 

 これが男性の暮らし方についてでございます。 

○佐藤会長 次に、「あらゆる分野における女性の参画拡大・人材育成」のうちの「企業

等の組織トップのコミットメント拡大」に向けた施策について、これも内閣府から御説明

いただければと思います。 

○岡田総務課長 引き続き、説明させていただきます。 

 今の資料の４ページ目と５ページ目と６ページ目、また、縦長の資料の２－１－２②を

御覧いただければと思います。 

 「企業等の組織トップのコミットメント拡大」につきましては、重点方針2016で初めて

記載されてございます。ここでは１行目に書いてございますけれども、女性活躍の推進に

は組織トップのコミットメントが効果的であるということで、今から御説明いたしますけ

れども、男性リーダーの会行動宣言の賛同者による先進的な取組の全国への発信・周知、

また、「地域版男性リーダーの会（仮称）」と書いておりますけれども、地域でのネット

ワークを活用して組織の枠を超えて推進していく、地域版の形成を促すことが記載されて

おります。 

 これに基づきまして予算要求をさせていただきまして、１枚めくっていただきますと、
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来年度予算、29年度予算として700万弱の予算をつけていただいたところでございます。こ

れに基づきまして、私どもといたしましては、広報経費、発信・周知していく経費という

ことで使わせていただきたいと考えております。 

 横長の４ページ目を御覧いただければと思いますけれども、行動宣言でございますが、

これは３つの柱から成る行動宣言について、平成26年に９人の方々が集まっていただいて

まとめていただいたものでございます。これは、組織のトップの方々がどうしていくかと

いうみずからの宣言として出していただいたものでありまして、みずから行動するとか、

現状を変えていくとか、ネットワーキングを進めていくといった内容でございます。 

 この行動宣言の賛同者をふやすという形で組織トップの意識改革を進めていただくとい

うことをやっておりまして、５ページ目でございますけれども、平成26年は９名だった賛

同者の方が、ことしの２月末では140名を超える方々ということで拡大しているということ

でございます。この内訳は、民間企業のトップの方だけではなくて、自治体の長とか大学

の学長といったいろいろな形での組織のトップの方々にお入りいただいております。 

 ６ページ目でございますけれども、29年度に引き続きまして、今後も好事例を継続的に

情報共有とか発信をさせていただいて、そのネットワークをとにかく全国へ拡大するとい

う取組を進めていかせていただきたいと思いますし、特に地域地域での先進的な事例を発

信していくということで、より進めてまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○佐藤会長 ありがとうございます。 

 続いて、「あらゆる分野における女性の参画拡大・人材育成」の「地域に置ける女性活

躍の取組の促進」、「防災分野における取組の促進」の施策についても、内閣府から御説

明をお願いします。 

○服部補佐 御説明させていただきます。資料はただいまの２－１－１の７ページ、８ペ

ージ、９ページでございます。取組のほうですが、資料２－１－２③と２－１－２④でご

ざいます。 

 まず、2015、2016の各取組でございますが、資料２－１－２③を御覧ください。１枚お

めくりいただきまして、「地域における女性活躍の取組の促進」でございますが、真ん中

あたりの女性活躍加速のための重点方針2015、2016での該当施策でございますが、2015に

おきましては、地域における女性活躍推進モデル事業ということで2,261万の予算でござい

ます。また、地域女性活躍推進交付金で３億円がついております。2016におきましては、

地域における実践的調査・研究ということで500万弱がついてございまして、交付金として

29年度におきましては、２億5,000万、これは当初予算化されてついております。また、28

年度の補正予算においては、３億円がついてございます。 

 この施策の概要でございますが、２－１－１の資料にお戻りいただきまして、７ページ

目を御覧ください。地域女性活躍推進交付金の概要でございます。この表につきましては

29年度予算の表になってございますが、施策の内容につきましては、2015での交付金と2016
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の交付金、大体同じような内容になってございます。この交付金を使いましてどういった

事業を行ったかと申しますと、この真ん中の緑の四角の中にございますが、例えば、地域

の実情に応じた女性の職業生活における活躍推進に取り組む地方公共団体の取組を支援す

るために、女性のロールモデルの提供やネットワーク構築事業、男性リーダー、管理職の

ロールモデルの情報発信等、地方公共団体が推進計画に基づいて事業を行うものに対し、

国としましては、交付金という形で、29年度当初予算は２分の１でございますが、28年度

予算等におきましては10分の８の補助率で補助させていただいているところでございます。

また、２段目のワンストップ支援体制の整備、また、この下の協議会等を活用した継続就

業を支援する仕組みづくりなどのような事業を、地方公共団体が推進計画に基づいて計画

を立てた事業を行う際に、国としましては10分の８または２分の１の交付金を支給させて

いただいているところでございます。 

 ２－１－２③の実践的調査・研究でございますが、これは２－１－１の８ページの表に

ございます地域における男女共同参画促進総合支援経費ということで、この左側の「資金

の流れ」とございますが、この実践的調査・研究という事業におきまして、予算的には総

額0.1億円なのですが、例えば、右側のこの事業イメージ・具体例を御覧いただきますと、

地域において女性の参加が進んでいない、例えば自治会や自主防災組織と、なぜこの女性

の参画が進んでいないかということ、その要因や課題等を調査・研究という形で、その実

態を調査するための経費でございまして、28年度におきましては、現在、調査していると

ころで、間もなく調査結果はまとまるところでございますが、自治会における女性会長の

進んでいない理由をアンケート調査等に基づきまして調査しているところでございます。 

 この４次計画に基づく目標でございますが、２－１－２③の下の段にございますが、自

治会長に占める女性の割合ということで、４次計画においては、27年次は4.9％でしたが、

28年の最新では5.2％と、微増でございますが、進んでいるところでございます。先ほど申

し上げなかったのですが、この地域交付金による目標としましては、推進計画の策定とい

うことでございまして、現在は、都道府県においては97.9％ですが、これを100％にする。

また、市区町村におきましては、36.1と13.8でございますが、32年までには、市区は100％、

町村は70％とするというところでございます。 

 続きまして、取組としましては、２－１－１で申し上げますと８ページのアドバイザー

派遣事業と９ページの防災研修プログラムでございますが、２－１－２④でございます。

防災の取組でございますが、ここにございますのは被災地への支援ということで、熊本地

震の被災地への支援ということで、これは28年度の補正予算800万余りを使いまして、熊本

地震における男女共同参画の視点からどういった取組をしていったかということを、現在、

アンケート調査、ヒアリング調査で実施しているところで、これも間もなく調査報告書が

まとまるところでございます。 

 ここから見えてきたことを今後の防災施策に取り入れるということを考えているところ

でございまして、例えば、この２－１－１でアドバイザー派遣というものがございますが、
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熊本地震においても、事前の研修とか、男女共同参画の視点からのプログラムの開発とか、

そういうことが重要だということがヒアリング等からわかってきたことでございまして、

このアドバイザー派遣というのは、地方公共団体の方等が、例えば、防災の研修とかを行

う。その際に、講師の方の旅費と謝金等をこちらでお支払いさせていただくという支援を

させていただいているところでございます。 

 ９ページにございます防災研修プログラムでございます。これは男女局で開発したもの

でございますが、こういったものを使いまして、地方公共団体が防災研修を行っていただ

く。その際に、その講師の方に対して旅費や謝金等をこちらで支援させていただくといっ

た活用を考えているところでございます。 

 地域と防災の取組は以上でございます。 

○佐藤会長 それでは、「あらゆる分野における女性の参画拡大・人材育成」の「女性リ

ーダーの育成」、「国際的な取組の推進（アジア・太平洋輝く女性の交流事業）」に向け

た施策、これも内閣府から御説明いただければと思います。 

○石橋推進官 内閣府男女局でございます。 

 お手元の資料、縦の資料２－１－２⑤をお目通しのほどよろしくお願いいたします。こ

ちらに「ヒアリング項目：女性リーダーの育成」というタイトルの資料がございます。 

 事業の概要につきましては、重点方針2015、2016、双方を書いてございますが、より詳

細に書いてございます2016を御覧ください。こちらに①、②ということで２つ柱が書いて

ございます。①でございますが、私どもが今回の事業で想定しています女性リーダーとい

うのは、いわば役員候補でございます。そちらの育成のために有識者による検討会を開催

いたしまして、女性役員候補育成のための効果的な育成のあり方やそのための環境整備等

につきまして、研究会を、28年度、今年度中に開催し、検討を行うということにしており

ます。②でございますが、その女性役員育成のためのいわば具体的な手段として、モデル

プログラムを作成するということを述べております。こちらも、今年度、平成28年度中に

海外の事例も取り入れた先進的なリーダー育成プログラム等の取組の調査をもとにモデル

プログラムを開発し、こちらを来年度は複数地域で実施するということを想定してござい

ます。 

 そのための予算措置額、目標が次のページでございます。予算額でございますが、平成

28年度当初予算におきましては984万円、29年度予算額におきましては1,121万円の増額査

定となってございます。こちらの取組によりまして私どもが達成すべき目標は、上場企業

役員に占める女性の割合を引き上げるということでございまして、足元3.4％でございます

が、こちらを早期に５％、さらに10％を目指すという目標を立てております。 

 事業の概要でございますが、こちらは横表でございます。資料２－１－１を御覧くださ

い。こちらの表でございますが、下の段に「平成28年度」という枠囲いがございます。こ

ちらが今年度に行いました事業の概要でございます。まず、モデルプログラムの参考とす

るための海外の先進的な取組の調査研究を行っております。具体的には、ノルウェーが行



14 

っておりますフィーメール・フューチャーという女性リーダー育成プログラムがございま

して、こちらの調査研究を今年度は行っております。それに加えまして、海外のビジネス

スクール教授や有識者による女性リーダー育成セミナーを実施してございます。具体的に

は、昨年８月に、福岡市におきましてハーバード大学ハーバードビジネススクールのリン

ダ・ヒル教授をお招きいたしまして、主にリーダーシップとイノベーションの観点から御

講演をいただきまして、有識者によるパネルディスカッションを行い、さまざまな知見を

得たところでございます。さらに、モデルプログラム作成のために、民間の女性リーダー

育成セミナー実施団体等からのヒアリング及び民間の女性リーダー育成プログラムの調査

研究を行ったところでございます。これに基づきまして、今年度、役員候補等の国際的に

活躍する女性リーダー育成のためのモデルプログラム案を含む報告書を作成してございま

す。このモデルプログラム案を、来年度におきましては、地域での試行的な実施をする予

定でございまして、効果や課題を明らかにし、成果を幅広く全国に共有することを目標と

してございます。 

 もう一つの事業、縦の表にお戻りください。資料２－１－２⑥でございます。「国際的

な取組の推進（アジア・太平洋輝く女性の交流事業）」でございます。重点方針2016の該

当箇所を御覧ください。こちらに書いてございますように、本事業は、国際的な取組の推

進ということで、特にアジア・太平洋諸国を中心とする各国と我が国の交流で架け橋とな

っている女性の活躍に焦点を当てまして、これまでの貢献に感謝するとともに、シンポジ

ウムや国際交流の場を通じて知見の交換及びネットワーキングを行うことを目標としてお

ります。これらを通じまして、女性の視点から、日本とアジア・太平洋諸国の友好・信頼

関係のさらなる深化を図っていくこととしてございます。 

 予算額でございますが、次のページを御覧ください。2016年度、アジア・太平洋輝く女

性の交流事業ということで、約6,200万の予算措置をされております。 

 事業の概要でございますが、資料を行ったり来たりして申しわけございません。先ほど

の資料２－１－１を御覧ください。ページ番号11でございます。こちらの青い資料でござ

いますが、「事業概要」という欄を御覧ください。事業は２本立てとなってございます。

一つは調査事業、もう一つがシンポジウム・国際交流となってございます。調査事業は、

今般我々の交流事業のいわばターゲットの実態を把握することを目標としておりまして、

架け橋女性というのは、平たく申し上げれば、海を越えてそれぞれ出生地を離れて活躍す

る女性といった位置づけで考えております。その「架け橋として活躍している女性」及び

架け橋女性から見た日本の魅力等に関する調査を行ってございます。今年度の対象といた

しました「架け橋女性」でございますが、大きく３段階がございまして、①アジア・太平

洋諸国で活躍する日本人女性、②日本国内で活躍する外国人女性または日本に過去居住経

験があるアジア・太平洋諸国の外国人女性、③上記①及び②の女性の支援者・支援団体、

こちらをターゲットとして実態調査を行ってございます。 

 今年度の事業に関しましては、特に起業を中心としてございます。調査方法はヒアリン
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グにより調査をしております。その女性たちを招聘いたしまして、昨年11月にシンポジウ

ムを開催してございます。12ページ、当日のシンポジウムの写真を掲載してございますが、

私どもは今年度事業で68名の架け橋女性に対してヒアリング調査を行いました。それを通

じまして、企業や海外で勤務をするに至った経験等について、さまざまにお話しいただい

ております。それらに基づきまして、平成28年11月23日、これは新宿でございますが、国

際シンポジウム「アジア・太平洋 海を越えて活躍する先輩女性たちの魅力」を開催いた

しました。架け橋女性68名のヒアリングを行いましたが、その中から32名の方を招聘いた

しまして、公演、パネルディスカッションを行うとともに、起業や海外で働くことに関心

を持つ一般参加者と交流も行い、ネットワーキングを図ったところでございます。平成29

年度の予定でございますけれども、来年度につきましても、引き続き、起業の観点から、

架け橋として活躍している女性に焦点を当てて事業を実施することを検討してございます。

また、シンポジウムにつきまして、東京のみではなく地方での開催も検討しているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○佐藤会長 どうもありがとうございました。 

 幾つか伺って、大体資料の構造というか、何を議論していくか、少しはわかってきたか

と思いますが、これまでに御説明いただいた内容に、御質問なり御意見、もう少しこんな

ふうにしたらとかがあれば、どなたからでも伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 それでは、家本先生、どうぞ。 

○家本議員 家本でございます。 

 今日は、たまたま提出の資料を１枚用意させていただいておりますので、資料２－１－

３で重点方針2017に向けたところでの意見等について申し上げたいと思いますし、先ほど

男性の暮らし方・意識の変革に関する専門調査会の内容について御説明を内閣府からいた

だきましたけれども、そこについても少し触れながら、こうしていきたい、いただきたい

というお話について申し上げたいと思います。 

 まず、資料２－１－３はざくっとメッセージ的なものを載せておりますが、これは私個

人の立場から申し上げるところです。 

 今回の「男性の暮らし方・意識の変革」に関するところについて、大臣からのペーパー

の中にも触れていただきましたけれども、このテーマは、そもそもが、働き方改革、女性

活躍の推進と表裏一体、完全に近い、一体で取り組まなければいけないことであるという

ことについて御説明しております。私としても、これはばらばらに取り組むことではない、

完全なこの円を描くところの一つの大きな重要なポイントとして幾つか含まれるというこ

とについて、お願いしたいと思います。 

 先ほど２－１－１等の中にも含まれていましたけれども、男性の育児休暇の取得率の状

況、あわせて男性の家事・育児への参画の率・時間がまだ目標値にはほど遠い。67分と150

分という話と、2.6％と53％という解離であるという状況の中で、どこかに押すべき「スイ
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ッチ」があるのではないだろうかということについて申し上げています。ここはこのスラ

イドの話だけではなくて、是非ともこの2017以降のところで取組をお願いしたいのが、第

４次のこの計画の中に掲げられているKPIの目標が、この状況でいきますと、届くのか、届

かないのか。一般的な企業の経営の感覚からしますと、このKPIに対する直線の引き方とい

うのは大変難しいものがあると思っていまして、届かなくていいやとなってしまって終わ

るものであってはいけない。特にこの１年の中でいきますと、女性活躍推進法に関する取

組等が重なっている時期の計画のことでもございますので、相当ブーストをしっかりとす

るべきではないかと思います。 

 したがって、先ほど２－１－２①で御説明いただいた、男性の育児・家事等にかかわる

ところに関しても、暮らし方にかかわるところについても、予算の配分も当然、これは特

に社会のムーブメントをしっかりと強く推していただく必要があると思っていますし、そ

れに伴うところでの施策も大変強くしていただきたいと思っております。 

 さらに、私がつくらせていただいた資料の４ページと５ページのところにあるように、

強烈なインパクトが必要だと。もちろんセミナーをする、パネルディスカッションをする、

いろいろなポスターをつくるということも大変重要な啓蒙の活動の一つだとは思いますが、

結果、この男性の育児・家事にかかわる世代の人間たち、その上の世代の方たちが影響を

受ける場面で情報が出てこなければいけないので、ポスターを張ってあって、ポスターを

見るかというところに関していくと、もちろんポスターを見る場面はあるかもしれません

けれども、もっと日常の中で、これはなかなか予算の規模では難しいかもしれませんけれ

ども、例えば、ドラマだったり、アニメだったり、漫画だったり、新しい生活習慣に、こ

うなんだねとふっと入ってくるもののところに何かしらの取組ができないものなのだろう

かというところはございますし、名前のつけ方についても、私のネーミングセンスは余り

よくありませんので、もっといいセンスのものがあればと思いますが、キャッチーな表現

は何らかこの中に取り入れていただいたほうがいいのではないかと思っています。 

 今日は、先ほどの専門調査会に触れていただいた中身としてはありませんでしたけれど

も、１点だけつけ加えさせていただくと、乳児用の液体ミルクについて、さきの専門調査

会の中でも触れさせていただきました。これは単純に日本では使ったことがある人がまだ

ほとんどいないという状況で、メリットについてはまだ余り理解がされていないところで

はあると思っていますけれども、意義とシーンについては、書かせていただいているとお

り、大変強いものがあると思っておりますので、まずは理解がちゃんと進んでいくと同時

に、政府全体として推進していただくところについてお願いしたいと思っております。 

 以上でございます。 

○佐藤会長 どうもありがとうございました。 

 大臣ペーパーにもあるように、この女性の活躍推進における男性の家事・育児です。カ

ップルにとってこれはすごく大事なことです。他方で、これは大事な点なのだけれども、

なかなか数字の上では進捗が進んでいない部分ですので、そこを動かすことを考えてほし
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いというお話であると思います。 

 堀江委員。 

○堀江委員 ありがとうございました。 

 私も家本議員と同じような部分でお話させていただきたいと思ったのですけれども、す

ごくいろいろと施策をやっていながらも数字が進んでいないというところから、今後、実

践型というところと若年層に向けてというところをもっと強くというところを、現場を見

ていて強く感じています。 

 行政の予算を使うとなると、数字で示さないといけないとか、紙で出さないというとこ

ろで、コンサルティングだったり、そういった知的財産に対してのお金をかけるというと

ころが結構使いにくいような予算組みになっているというのを、いろいろなヒアリングを

重ねて感じているのです。 

 啓蒙の時代はもう終わったかと思っておりまして、ここからは実践のところで、いいこ

とはわかって、両立もしたいということもわかっているし、男性も子育てもしたいし、働

き方も変えたい。けれども、やり方がわからないだったり、できないというところに対し

ての施策というところで、コンサルティングに対しての予算をつけたり、うちも意識改革

のためにマネジャーに子育て体験をしてもらったりみたいなこともしているのですけれど

も、そういった実践に対しても予算をつけたり、実際にやるというところに対してもう少

し強く打っていかなければ、本当に数字は変わらないのではないかということが、すごく

危機感として持っています。 

 若年層に向けてというところがほぼ書いていなくて、若年の重点項目の中でも書いてい

ないのですが、やはり意識の部分の固定概念はずっと生まれたときから培ってしまってい

るので、学生の時点から、両立をしたいと言っている人は90％いるのですけれども、でき

ると思うと言っている人は10％未満なのです。できないと思って就職をしてしまっている

ので、そこから若手のアラサー世代になったときに両立不安を感じている人が92％いて、

仕事は楽しくてもやめてしまおうと思っている人が50％いたりというのが調査でも明らか

になっているのです。なので、そこの子育てとか結婚する前の時点での意識の改革という

ところに対しても、企業がやったときに予算が出たり、男子学生もそういったところで不

安を抱えていたりということもありますので、実際に理系男子がこういった育児休業をと

りたいと言っていたりというのもすごくふえてきている状況ですので、せっかく意識自体

はある意味変わってきているのに実践ができないというところがすごくもったいないとこ

ろですので、国で後押しをすればすごくスムーズにいくところがあるのではないかと思っ

ていますので、是非そこの実践の部分に関して後押しをしていただけると、現場もうまく

進んでいくのではないかと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐藤会長 どうぞ。渡辺委員。 

○渡辺委員 家本議員からも御指摘のあったことなのですが、５年後の成果目標に向けて

１年でどれだけ進んだかがわかりません。どれもプラスに進んでいるというのはわかるの
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ですが、それが本当に十分なのかどうかというのは非常に簡単にでも見られるようにした

ほうがいいと思います。先ほど御指摘があったとおり、必ずしも線形にいくとは限らない

としても、もしも線形に進むとしたら５分の１を上がる数字というのは一体幾つなのか、

それよりも上なのか下なのか、ほとんどは多分下だとは思いますが、それが皆さんでどれ

ぐらい下なのかというのを共有できるようにするために、最新値のところのリニアならば

本来は何パーセントになるべきという数字を置いていただくことが必要と思います。 

 もう一つなのですが、数字とともに質の向上も一緒に考えていく必要があると思います。

例えば、資料２－１－１の横長の資料、５ページ目、男性リーダーのお話が書いてありま

して、ここに参加いただくリーダーの方たちが140名になったとあります。すごく多いなと

いう感覚はわかるのですが、それ以上のことがわかりません。例えば、この140名の内訳が

一体どうなっていて、さらに、この方たちがそれぞれ自分の企業をどのように引き上げた

のか、ここに入っていらっしゃる方々が本当に社会のリーダーとして女性活躍を進めてい

ただいたということがわかると効果が大きいと思います。こういう数をさらにふやしてい

ただいて、そういう方々が社会をこうやって引っ張っていくという姿が見えるようになる

と、ここのグループの意味をさらに強くみんなで共有できると思うので、そのような質の

向上を目指していただきたい。さらに数字を上げることも効果的と思うので、数字と質と

両方一緒に上げていくということを是非お願いしたいと思います。 

○佐藤会長 どうぞ。種部委員。 

○種部委員 今の家本議員さんは、私もすごくいいところを突いていると思いました。堀

江さんのおっしゃっているとおりで、具体的に何を進めるかというのがわからなくて、イ

メージとしては男性も家事に参画しなくてはというのは大分若い人の中では浸透してきて

いると思うのですが、どうしていいかわからないことは多いと思います。 

 私は医師ですけれども、研修医などに就職する先をどうしたいかと聞くと、ワーク・ラ

イフ・バランスを重視したいと言う医師が出てくるぐらい、男性の若い方の意識はすごく

変わっています。ですから、自分が育児休暇をとれるような病院に就職したいというぐら

いは出てきているのに、実際はとり方がわからない、とったところで何をしていいかわか

らないという人が多いので、今、出ていたことは非常にいいと思ったのです。例えば、液

体ミルクもそうだと思うのです。 

 そういうことを進めますと、これまでに見えていなかった新しい価値のあり方、新しい

もの、それこそ家事の中のダイバーシティが進むと思うので、そういうものを積極的にや

るような何か方策が必要だと思いました。 

 その一方で、ミルクのことにこだわるわけではないのですけれども、お母さん、女性の

ほうが逆に男性の家事の仕事を奪っているところがあると思うのです。男性のスイッチを

押させなくしているのは女性ではないかと私はちょっと思っている部分がありまして、セ

ットで進めないといけないと思います。特に母乳である必要は私はないと。産婦人科医の

中では珍しいのですが、母乳育児の推進は賛成しません。女性で産後に母乳で最後に押し
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潰されて自殺する人は非常に多いのです。ですから、自分たちが男性のスイッチを押させ

なくて、自分たちの首も絞めていると私は思っていて、男性が参画することは女性にとっ

ても非常にいいことですし、短期間液体ミルクをやっていただいた後、女性がまた濃密に

育児をするというのは非常にいいことがあるということなので、セットで是非やっていた

だきたいと思います。 

 そういう意味では、それ以外の育児にも家事にも同じようなところがたくさんあって、

例えば、食品のいろいろなCMなどを見ていましても、子供とお父さんが御飯を食べていて

お母さんが作っているというものがよく出てきますね。イメージから入るというのはすご

く大事なので、そういうような取組をしている企業に対してインセンティブを与えるとか、

やり方はいろいろとあると思うのですけれども、何も育児休業をとっている男性が多い企

業だけを表彰するのではなくて、会社の中で視点がそっちに向いている人たちにインセン

ティブを与えるということをやっていただきたいと思っています。 

 もう一点、最初のスイッチの押す場所にも関係があるのですけれども、先ほどの資料に

非常にいいことが書いてあったと思ったのですが、最初からお母さんが濃密にかかわり過

ぎていて男性が入るすき間がないということの一番スタートは、出産のときに男性が産休

がとれないというところと思います。突然休むことができないというのが理由ですけれど

も、企業の中で一歩上を進んでいる会社については、育休ではなくて産休を出産当日にと

る。お父さんが最初からかかわるというのが非常に大切で、そのためには里帰り出産はで

きるだけ避けた方がいい。楽になってから帰ってきて手伝うようではだめだと思っている

ので、そこを考えるともう一歩上行くところにインセンティブを与える。産休をとった人

をふやすというところも是非進めていただきたいと思います。 

○佐藤会長 今までのところで、先ほどの数字のところで言うと、資料４－２がここの分

野にかかわる成果目標と最新値が載っています。種部委員から出た男性の配偶者出産直後

の休暇取得率も実は成果目標に入っていて、実際、これは結構高いのです。まだオープン

になっていない数字はありますけれども、結構高いです。それは、男性が出産時に休暇を

とる、あるいは育休については、今、御説明があったように、いろいろな要因はあるので

すけれども、もちろん勤務先の会社もありますけれども、妻に背を押されたというのは結

構多いです。妻や女性が夫を押すというのも大事かなということがあります。 

 もう一つは、その下に、育児・家事関連時間がありましたね。これが一応目標になって

いるのですけれども、もう一つ大事なのは、６歳未満の子供がいても家事・育児を何もし

ていない人が74％か75％いるのかな。なので、ゼロと家事・育児にかかわっている人の平

均値なのです。もう一つのゼロをなくすというのがすごく大事な目標で、時間をふやすと

いうこととゼロの人をなくすというのは結構大事で、４分の３は何もしていないという人

たちがいるので、そういう意味では、この目標は目標でいいのです。もう少し実際に課題

がどこにあるかを見た取組が大事かなと。 

 もう一つ、今回は内閣府ですけれども、皆さんも御存じのとおり、内閣府の中でもさん
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きゅうパパプロジェクトというものは別のところでやっていますし、イクメンとかは厚労

省がやっていて、育休をとりにくいというのは、実際にコンサルタントを企業に派遣して

どのようにとってもらうかみたいなものもありますので、総合的に見ていくこともここで

は大事かと思います。 

 髙橋議員。 

○髙橋議員 先ほど最後の説明にありました資料２－１－１の11ページに関連して、質問

と要望を１つずつさせていただきたいのですが、１つの質問は、先ほど御説明があったの

ですが、ちょっと聞き取れなかったので、この架け橋女性というものがありますが、この

架け橋の意味です。何と何の架け橋かということを再確認させてください。 

 それから、報告と要望が兼ねるような形になるのですが、今、アジアの諸国で、日本の

おもてなしの心、日本のマナーに対する関心が非常に高まっておりまして、例えば、私は

昨年台湾の大学にまいりましたが、２つの大学で正規の授業科目として日本のマナーを教

えたいと。始まっております。５月には、ベトナムの８つの大学の学長がお集まりになっ

て、８つ全部で実行されるかどうかわかりません。多分実行されると思うのですが、日本

でも正規の授業というのは学習院女子大学だけがやっておりますけれども、日本の大学あ

るいは専門学校とアジアの大学・専門学校との交流がこの問題でどんどん広がろうとして

おりまして、しかもアジアの国の大学の希望は、資格を取りたいと。おもてなしの心１級

２級というのは何をもって１級２級とするのか大変疑問のあるところですが、要するに、

なぜ取りたいかというと、日本の企業に勤めたい。そういう日本のおもてなしの心という

ものをちゃんとマスターした上で日本の企業で働きたいと。希望者はやはり女子が圧倒的

に多いのです。 

 なぜその話をしたかといいますと、表の11ページの最後のところに、日本の魅力の発見

及び魅力の効果的な発信ということが強調されておりますので、その中にはオリンピック

も踏まえてこの問題は大変大きなテーマにもなってくるだろうと思うので、是非その点を

視野に置いていただきたいという要望でございます。 

 まず、架け橋の意味の確認をさせてください。 

○佐藤会長 それでは、その辺をおわかりの範囲内でお願いします。 

○石橋推進官 お答えいたします。 

 先ほどの資料の11ページ、左側に「調査概要」という枠がございます。大変細かくて恐

縮でございますが、こちらに具体的に書いてございます。架け橋女性という概念は抽象的

でございまして、もうちょっと具体化をする必要があるということで、今回、調査事業を

実施する中でかなり細かく特定いたしました。 

 大きく３分類がございます。 

 アジア・太平洋諸国で活躍する日本人女性ということで、さらに２類型がございます。

一つはアジア・太平洋諸国で起業した日本人女性、もう一つが日本からアジア・太平洋諸

国の現地企業等へ就職して現地で活躍している日本人女性でございます。 
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 ２つ目のカテゴリーが日本国内で活躍する外国人女性または日本に過去に居住経験があ

るアジア・太平洋諸国の外国人女性でございまして、さらに細かく申し上げると、２つほ

どポツがございますが、アジア・太平洋諸国から日本の大学・大学院等に留学するなどし、

起業ないしは日本企業等へ就職している女性、もう一つが、過去に日本に居住経験があり、

現在は日本での経験を生かして活躍しているアジア・太平洋諸国の外国人女性としており

ます。 

 最後のカテゴリー、③支援者・支援団体ということでございますが、具体的には、こう

いった架け橋女性をターゲットとして調査事業を実施している方がいらっしゃいまして、

そういう方を対象としてございます。 

 以上でございます。 

○佐藤会長 後者のことは、今回の女性活躍にどう組み込むかは別として、追加的な情報

として、今度、文科省で職業教育に特化した新しい大学が認められてきているので、そう

いう中で出てくる可能性はあると思います。もう一つは、経産省関係でサービス業の経営

品質の格付けをやっているのです。当然その中には先生が言われたようなものも入ってい

るようなことになっていますので、後で情報があればお渡しできるようにしたいと思いま

す。 

 鈴木委員。 

○鈴木委員 重点方針策定に向けたローリングの一環であるという観点から、御説明並び

に資料に関して総論的なコメントを１点と、個別の質問を２つ申し上げたいと思います。 

 １つ目は、PDCAサイクルを考えた取組をしていただいているという感じはしますし、こ

の資料の構成もそうなっていると思いました。一方で、今度は何が必要かという次のアク

ションを考えるに当たっては、プランがあって、ドゥーは、予算を執行するとかあるいは

規制を変えるとか、そういうことですね。チェックは、アウトプット・アウトカムを見る

ということで、それをチェックしないと次のアクションが決まらないということだと思い

ます。ただ、これまでも本専門調査会でことしはこういうことをやりましたという御説明

は非常にたくさんいただいているものの、それで十分かどうか。直近では予算の数字が議

論に入ってきた点が新しいわけでありますけれども、そういう意味では、先ほど私が冒頭

で質問申し上げた点がそうなのですが、27年度当初あるいは27年度補正で予算がついてい

る施策について、予算執行の状況などについて各府省の御説明を全体として同じフォーマ

ットでいただいたほうが、チェックという意味では意味があるのではないかと思います。

これは、総論的なコメントです。 

 質問なのですが、もちろん重点方針に書いてある「機運の醸成」とか「一層の充実」と

いうものを測定するのは非常に難しいことはよくわかった上での話なのですが、まさに先

ほどから議論のある、男性の意識は一体どれぐらい変わっているのか。変わっているのは

変わっているのだと思いますけれども、どれぐらい変わったのかということをどう測るの

かということをお聞きしたい。 
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 例えば、先ほど渡辺先生が質が重要だとおっしゃった男性リーダーの会ですけれども、

９名が140名になったというのは、関係者の御努力に大変敬意を表するわけですが、これは

予定どおりの増え方なのか、あるいは予想外にふえたのか、それとも予想を大分下回って

いるのか、その評価がよくわからない。約３年の経過で、これを大きいと考えているのか、

不十分と考えているのか。仮に、不十分と考えているとしたら、それは予算が足りないか

らなのか、それともやり方の問題なのか。そういうふうに検討して次に進んでいくものだ

と思います。端的に、140名というのが大きいのか小さいのか、お伺いしたいと思います。 

 もう一点は、地域女性活躍推進交付金でありますが、御説明では補助率が10分の８が２

分の１に変更になったとおっしゃったと思います。なぜ補助率が下がったのでしょうか。

あるいは、施策１単位の国費が同じだとしたら、国からの補助率が下がった分だけ事業規

模は大きくなっているということなのか確認させてください。 

 それから、地域女性活躍推進交付金は27年度補正から始まっていますけれども、予算の

執行状況はどうなっていますでしょうか。きちんと使われているのか、予算の不用が起き

ていないか、その辺がわかれば教えていただきたい。さらに、この事業はKPIを設定して行

っているとのことですが、KPIは誰が設定をして、誰がそのKPIの進捗を評価しているのか

を教えていただきたいと思います。 

 この点を教えていただきたいと思います。 

○佐藤会長 今のところで、わかる範囲内で。 

○岡田総務課長 幾つかいただきました。 

 非常にお答えしにくいものばかりなのですけれども、男性の意識をどうはかるのかとい

うのは、専門調査会の中でも非常に議論になったのですけれども、これという数字を出す

のは難しいということでございまして、ヒアリングとか周りの人に聞くということですと、

例えば、若い方々の意識がかなり変わっているという調査もあったのですけれども、マク

ロのアンケート調査で一つ見るというのは、まだなかなか難しいかと思われます。それが

１点目でございます。 

 次の男性リーダーの会につきましては、これは地道に活動しているということで、これ

でも非常に大変で、去年で100人に行ったのはかなり無理して頑張って、営業をかけて頑張

ってやっていました。やはり口コミでリーダーの方々からお話しいただくということで輪

が広がるという面もございますけれども、私どもとしては、今回、29年度当初予算でつき

ましたので、効果的にできるように工夫していきたいと思っております。 

 先ほどの渡辺先生の話もありましたけれども、どういったことをやってきたのかという

ことにつきましては、２－１－１の横長の５ページ目でございますが、取組事例集という

ものをつくりまして、これはそれぞれの男性リーダーの会として賛同していただいている

企業の方々にどんなことを具体的にやったのかというのを出していただいて、それをまと

めさせていただいております。今日は資料としてお出ししておりませんけれども、ホーム

ページには出しております。中を見ますと、リーダーの会の賛同者の方々の企業が合わせ
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て数社で一緒に女性の活躍のためのセミナーをやったり、協力して取組をされたりという

具体的な例もございますが、こういったものを活用して進めていきたいと思っております。 

 また、交付金でございますけれども、地域の交付金をどうやって使うかという中でも、

７ページ目でございますが、これは地域の実情に応じた取組に出していただくものでござ

います。先ほど地域版リーダーと申し上げましたけれども、地域での男性リーダーの会の

ようなものをつくっていくという事業をなさる場合には、そういったものについても支援

できるようにしているところでございます。 

 交付は、今まで補正でございましたので補助率10分の８ということでやらせていただい

ておりまして、29年度は当初ということでございまして、２分の１ということで財務当局

との調整でこうなっております。 

 ほとんど全部使っていただいているということで、済みませんが、具体的に数字はござ

いません。 

○服部補佐 KPIでございますが、事業終了後、交付金団体からレビューという形で結果報

告を出していただいております。その中でKPIとかを設定し、このKPIの設定は交付申請の

際に地方公共団体から設定していただいたものを我々で審査してございます。事業終了後、

レビューという形で出していただくときに、KPIがどのぐらい達成できたかというのを報告

していただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○佐藤会長 白河先生。 

○白河委員 まず、３点ほど申し上げたいのですが、１つ目は、働き方改革との連動とい

うことで、女性活躍にしても男性の暮らし方や意識の改革にしても、時間ができなければ

どうにもならないのですが、幸いなことに、この間終了したばかりの働き方改革実現会議

において、青天井だった日本の労働時間に初めて上限ができました。一応基本の残業は月

45時間。36協定で労使協定を結ばないでさらにもっと残業をさせた場合は、法律的に強制

力のある罰則で、大臣告示ではなく罰則つきの上限ができたということで、つまり、時間

が少し企業から返ってくるのではないか。その返ってきた時間をどうするかというところ

で連動していくのがすごく大事で、企業のほうも、電通の事件があったので、今、非常に

労働時間に関しては過敏になっています。ですから、本当に今が、ことしが多分すごく盛

り上がる重要な時期なのではないかと思っていますので、ことしに畳みかけるようにいろ

いろな施策を連動して打っていくことはとても大事なのではないかと思いました。 

 もう一つは、働き方改革で労働時間をしっかりいじっている企業に関しては、女性の活

躍と労働時間の施策は両輪だと、必ず皆さんおっしゃっているのです。逆に、労働時間の

施策をしっかりして自分のところの労働時間にキャップをすると、女性の活躍の比率がど

んどん上がってくるので、ここは本当に重要なところです。そのムーブメントを高めてい

くようなことをやるのがいいのではないかと思います。 

 意識の問題として、男性の意識、女性の意識を変えるにはやはりマスコミがすごく重要
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なので、男性リーダーの会ももちろんすばらしいのですけれども、マスコミ、テレビ番組、

CMとかが与える影響はすごく大きいので、男女共同参画とか、そういった意識の変化に資

するような影響を与えた番組や、CMのスポンサーです。重要なのはスポンサーです。番組

を表彰することではなくて、スポンサーを表彰するみたいなことがあってもいいのかなと。 

 まだ発表前なのでオフレコなのですけれども、小島恵子さんたちとマスコミ有志と広告

代理店の有志の方たちと、今度はマスコミの差別表現に対してのシンポジウムをやること

になりました。それは男女差別も含め、男女の役割分担も含め、LGBTとか、あらゆる差別

に対しての表現が本当にこのままでいいのかというところを問うていくものになるのです

けれども、そういった意識に働きかける。例えば、クレヨンしんちゃんもサザエさんも全

てお母さんが専業主婦とか、地方の自治体が打ったCMなどが炎上してしまうみたいなこと

がいつまでも起こらないように、そのあたりをやっていく。そういった大きな地方を隅々

にまで見られていて影響を与えるように、まだテレビは強いですから、そういったテレビ、

マスコミに対しての働きかけというのもかなり重要ではと思います。 

 それから、この「地域における女性活躍の取組の推進」の資料２－１－２③を見たとき

に思ったのですが、この女性活躍推進法に基づく推進計画の策定率で、都道府県は97％で

すけれども、市区が36％とか、町村は13.8％とすごく低いのです。低い理由は何となくは

わかるのですけれども、どうやったらこれを上げていけるのかなと。 

 私は神奈川県の男女共同参画にも入っていまして、この間、目標達成率がなぜ低いのか

という話をしたのですけれども、例えば、県の審議会とかそういったものは、クオーター

制ではないですけれども、ある程度強制力を高めて女性の何パーセントみたいな目標をど

うして達成できないのでしょうかと聞いたら、現実的に委員とかを指名する際に、各団体

から出してもらうと。そうすると、その団体の人に幾ら女性を出してくださいと言っても、

女性はいませんと言われてしまうと。全くいないのではなくて、当該女性がいませんと言

われてしまうそうなのです。 

 ただ、そこのところは、例えば、地方の知事とか市町村さんとかの首長さんが任命する

ような委員の枠とかをふやしたりして、数をふやしていくこともある程度重要なので、そ

ういったこともできるのではないかと思います。多分、市区町村が推進計画を策定すると

いうのは物すごく重荷になると思うのです。そうではなくて、例えば、こういう会の女性

比率を何パーセントにしましょうとか、そういう割と達成しやすいような簡単な目標を、

逆にうちは何パーセントみたいなことを言ってもらって推進するとか、少しハードルを落

とさないと、多分市町村は人も足りないですし、策定計画とかをつくれないと思うのです。 

 そういった地方のできるところからやっていくということはとても重要で、なぜかとい

うと、東京以外のところに行くと、女性活躍推進、何それという感じの空気が非常にあり

まして、東京と地方の状況の差というのは余りにも大きいですし、特に関西とかも女性が

働くことへのネガティブな意識が相変わらずありまして、この間、前田正子先生がそうい

った本を出されたのですが、関西の場合、非正規無業で大卒になってしまう女性がかなり
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多い。その人たちがかなり年齢も行っていて取り返しのつかないところまで来ているとい

うかなり詳細なデータを出されていましたので、そういった地方における意識変革とか具

体的な数値を挙げて、女性の委員を何パーセントにしていくみたいなことを、どうやった

らもう少しスピードアップできるのかなというところも考えていただければと思いました。 

 済みません。長くなりました。 

○佐藤会長 一番最後の点の確認で、資料２－１－２③の数字は、計画なので、計画をつ

くるかつくらないかなので、審議会の委員の話とは別です。審議会のほうは大体３割ぐら

いにはなっていると思うのですけれども、これが低いのは事実なので、もう少し頑張って

いただくということかと思います。 

 よろしくお願いします。小山内委員。 

○小山内委員 小山内でございます。 

 私は、青森で男女共同参画社会づくりに向け、さまざまな活動をやっておりますので、

そういった地方の立場からの観点でお話しさせていただきたいと思います。 

 今、白河委員から東京と地方の格差ということでお話しいただきましたが、まさにその

とおりで、例えば、意識調査とかでさまざまなデータが国から示されますが、それは全国

の平均値になります。非常に男女共同参画の意識が進んでいるところとおくれているとこ

ろの格差というのが、実はたくさんあるかと思うのです。 

 青森に関しましては、固定的性別役割分担意識について、大体全国平均よりも10％ぐら

い固定的な性別役割分担意識を肯定する人が多いのです。それだけジェンダーの問題、意

識の問題にもっともっと取り組まなければいけないという状況にあります。 

 そういう中で、さまざまな予算があり、施策がとり行われている中で、モデル事業であ

ったり先進的な事業という表現がどこにでも見られるのですが、そういったときに、やは

り地方の特性に沿った課題解決、地域の課題解決策という事業、そういったものに予算を

つけられるような方向性で考えていっていただきたいと思います。 

 ３点あるのですが、まず、地域女性活躍推進交付金についてです。29年度、実は青森県

もこの事業に取り組める事となり、男性の働き、家事・育児参画であったり、女性のライ

フプランニングであったり、女性の再就職支援であったり、そういうさまざまな事業につ

いて取り組めることになっているようです。本当にこういう交付金というのはなかなかお

金のない地方自治体におきましてはとても重要であり、大変ありがたく感じておりますの

で、今後も継続的にこういったものに予算をつけていただきたいと思っております。 

 その予算ですが、28年度はモデル事業というものがあったのですが、29年度はモデル事

業というものがなくなりまして、例えば、男女センターであったり、NPOであったり、そう

いう個別の団体がこういったモデル事業に取り組むことができなくなってしまったことが、

ちょっと残念であるなと感じております。 

 また、この地域女性活躍推進交付金の中で、事業イメージで、先ほど、自治会や自主防

災組織、地域に根差した組織云々という、そこの調査の分析をなさるというお話がありま
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したが、これも、自主防災組織の中においては、防災イコール男の役割、男の仕事だと思

っていらっしゃる方がまだまだたくさんいらっしゃいます。そういう人たちの意識を変え

ていくためには、具体的な課題をお話ししながら、置かれている課題について、ジェンダ

ーの問題について、やわらかく伝えていかないと、なかなか理解していただけません。 

 そういう中で、アドバイザー派遣をなさるということですけれども、このアドバイザー

の方が地方の特性とか課題についてよく御理解している方でないと、なかなか一般的なこ

としかお話ができず、そこの地域で頑張っている方々にはなかなか伝わらない部分もある

かと思いますので、このアドバイザーをどういう方がという部分では、いろいろと御検討

いただいたほうがいいのではないかと思いました。 

 それから、今の自治会・自主防と類似なのですけれども、防災地域における男女共同参

画の取組支援についてなのですが、昨年、熊本地震があった後、新聞で避難所運営マニュ

アルをつくっていくと。それに当たって、そこの指導的立場の人たちへの研修を行い、そ

れを地域に広げていくという新聞を拝見いたしました。私はこの取組に期待していたので

すけれども、具体的に、それがどういうふうに研修がなされ、地方で推進されているのか

という部分について、１点お伺いしたいと思っています。 

 ３点目ですが、先ほど家本議員から御報告がありましたが、私も非常に興味深く拝見い

たしました。ちょっと詳しく拝見したところ、地域における参画機会の創出に向けた取組

の推進ということで、男女センターとか、各団体等がこんなふうに取り組んだらいいので

はないかということも御提言があったかと拝見いたしました。 

 ここにおいても、例えば、トップの方の意識というのでしょうか。そういうところが変

わらないとという部分で、これは厚労省でやっている事業だと思うのですが、イクボスア

ワードというものがありますね。昨年、青森県の弘前警察署の署長が表彰されました。公

務員では初めてということだったのですが、地方でそういう方が表彰されることによって、

身近な人、青森県でも地方でもそういう可能性があるのだということが、皆さんに非常に

具体的にわかりやすい、非常に広がりやすい部分がありますので、そういった部分では続

けていっていただきたいなと思っているところです。 

 あとは、ファザーリング・ジャパンの皆さんが、今、非常にいろいろなところでイクボ

ス宣言をやったり、すごく頑張ってやっていただいているのですが、こちらもファザーリ

ング・ジャパン東北、青森というものが昨年できまして、いろいろ活動をしていただいて

おります。ここで大切なことはそういう人たちと男女センターや男女共同参画の取組んで

いる団体と一緒になって、その根底にあるジェンダーの問題まで触れながら取り組むこと

が大事だと思います。 

 ということで、その部分を今後も一緒になって取り組めるような仕組みづくりというの

を、私どももしていきたいと思いますし、施策の中で取り組んでいただけるように進めて

いただけると、大変ありがたいなと思っているところです。 

 やはり地方が変わらないと日本の底上げというのはなかなか無理だと思いますので、地
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方の現状というのをもう少しいろいろと調査していただいて、それに沿った取組や予算の

配分につなげていただければ大変ありがたいなと思っております。 

○岡田総務課長 御指摘ありがとうございました。 

 モデル事業につきまして、28年度はあったけれども29年度はというお話がございました

が、資料２－１－１の７ページ目を御覧ください。交付金につきまして説明させていただ

いた資料でございますけれども、この中で、その下の※のところなのですけれども、女性

の職業生活の活躍に関連して、必要となる地域における女性活躍に関連する事業、これが

今までのモデル事業に近いものでございますけれども、防災、福祉などの交付金、職業生

活での取組とあわせて実施されるものについて、先進性、先駆性のあるものを対象とする

ということで、今年度も幾つか措置させていただく仕組みにしておりますことを御報告さ

せていただきます。 

 アドバイザー派遣につきましては、御要望のある自治体さんと御相談しているというこ

とでございます。 

 研修は、地方自治体の職員の方々に向けて研修をまずは実施しているところでございま

す。 

○佐藤会長 どうぞ。 

○南委員 意見の中で、地方と首都圏とか地域別とあったところが非常に大事なポイント

だと私は思うのです。先週の本会のほうの日産の志賀さんのコメントがすごく目に入って

きて、女性の管理職の割合の部分でコメントしているところで、グローバルで見ると大変

女性の管理職の割合が低い製造業の中では比較的頑張っているというのが、すごく印象的

なのです。この全体感としてメッセージを伝えていくのはすごく大事なことですし、意識

を高めていくことは国全体として大事だと思うのですけれども、まさにこの男性の家事・

育児等の参加応援事業のところで書いてある、ほかの国に比べて日本は低いですねと、こ

れはこれで全体数字としてはいいのですが、業種別はどうなのかとか、職種別はどうなの

かとか、実際に夫婦で両方働いている家庭ではどうなのかとか、問題をもっと要素分解を

して、何がボトルネックなのか、何が優先順位なのかと。全体感の話ばかりが多くて、啓

蒙・啓発はもちろん大事なのですが、国として、その優先順位として、ここの業種、ここ

の働き方、ここの職種をまず優先順位を高めてやっていこうとか、そこを要素分解してい

くと、ボトルネックがより明確になって、５年、10年を含めた中長期的な計画を立てやす

いのではないかと。日本特有の働き方がある領域とない領域もあると思っていますし、女

性が活躍しやすい業種、働きやすい業種もあると思っているので、そういう部分をもっと

要素分解をしてデータをとっていくと課題解決が進みやすいのかな、明確になるのかなと

思いました。 

 最後、せっかく経営者なので、企業の男性リーダーの会の部分でいうと、９人から140

人がどうかと先ほどありましたが、これは上場企業三千何百社を全員入らせたらいいと思

いますし、大学のリーダーと書いてありますけれども、大学の学長は全員入らせればいい
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と思っていますし、別に啓蒙してみんなに入らせるよりも、別に強制的にとは言いません

し、もちろん任意でいいと思いますが、アプローチの仕方を面でちゃんと押さえていけば、

さほど難しい問題ではないかと。実務的にエンゲージメントを上げるにはどうすればいい

かというのはもちろんあると思いますが、まず入ってもらうことが目的であるならば、い

ろいろな協会とか集まりがあると思っていますので、そういうところを有効活用すれば、

ここを１桁、２桁変えるのはさほど難しくないのではないかと、個人的には思いました。 

 ありがとうございます。 

○佐藤会長 日本全体平均というよりは、それぞれの地域や業者、そういうものに応じて

ということだと思いますが、この交付金は、見ていただくと、一応選定の要素としては地

域の実情を踏まえた計画ということなので、東京でやっているものをうちでやりますみた

いなものは余り評価しないような形になっています。そういう意味では、各自治体が自分

の実情において提案していただくというものが評価される形になっていると思います。 

 それと、今日皆さんから伺って、やはりここはすごく大事な点なので、家本さんが言わ

れたように、いろいろな取組が男性を動かすことにつながるように、いろいろな省庁でや

っているものが連携してスイッチを押せるかどうかみたいなことを、この後もヒアリング

がありますので、最終的に最後のまとめには書ければいいかと思っています。 

 それでは、前半はここまででいいですか。休憩です。あの時計で50分には始めたいと思

います。 

 

(休  憩) 

 

○佐藤会長 それでは、後半ということで、「あらゆる分野における女性の参画拡大・人

材育成」のうち、内閣人事局、総務省、国交省のお３方にお話を伺います。それが終わっ

たところで、また先ほどと同じようにまとめて質問なり御意見を伺うということで、最初

に「公務部門における女性活躍の取組」ということで、内閣人事局から御説明いただけれ

ばと思います。 

○内閣人事局 内閣人事局の参事官の鈴木でございます。 

 それでは、資料２－２－１を御覧いただきたいと思います。 

 １ページ目を御覧いただきまして、国家公務員の女性活躍とワーク・ライフ・バランス

の推進につきましては、全府省等の事務次官級をメンバーといたします協議会をつくりま

して、その中で取組指針を策定してございます。各府省におきましては、その取組指針に

基づきまして、取組計画をそれぞれ策定して、女性活躍あるいはワーク・ライフ・バラン

スの推進の取り組んでいるところでございます。また、28年７月29日には、霞が関の働き

方改革を加速するための重点取組方針を定めまして、さらに加速をしていただくよう、内

閣人事局、各府省等と連携をいたしまして取組を進めているところでございます。 

 具体的には、まず、ワーク・ライフ・バランスの推進でございますけれども、これは女
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性のみならず全ての職員が十分に能力を発揮していくために不可欠であるという認識のも

と、まず、長時間労働を当たり前とするような「価値観・意識の改革」をするということ

で、毎年７月・８月をワーク・ライフ・バランス推進強化月間といたしまして、全府省的

に取組をするとともに、ゆう活なども実施をしているところでございます。また、管理職

に求められるマネジメントの役割を明確化・具体化するために、管理職のマネジメント能

力に関する懇談会を開催いたしまして、この３月に報告書を取りまとめたところでござい

ます。その管理職のマネジメントといった部分を人事評価に反映させるような取組も含め

て価値観や意識の改革に取り組んでいるところでございます。また、左下でございますけ

れども、管理職の意識開発のためのセミナーを昨年度から実施しておりまして、これにつ

いては地方においても実施をしております。また、今年度は、全管理職を対象とするｅラ

ーニングの教材を開発したところでございます。 

 右上にまいりまして、「職場における仕事改革」といたしまして、業務改善と職場環境

改善に向けた取組のうち、特に優秀なものを国家公務員制度担当大臣と内閣人事局長から

表彰をしてございます。そういった取組を好事例として各府省に紹介していくことで、広

げてまいりたいと考えております。また、管理職による超過勤務予定の事前把握の徹底、

また、今年度、初めて国会に関する業務状況の調査を全府省的に行いまして、好事例の共

有等も図ったところでございます。 

 また、「働く時間と場所の柔軟化」といたしまして、テレワーク・リモートアクセス環

境整備の実態調査を実施し、また、各省庁に好事例を共有したところでございます。 

 ２ページ目でございます。「男性の家庭生活への関わりを推進」とする観点から、男性

職員の育児休業等の取得促進にも取り組んでいるところでございます。黄色で囲んでござ

いますが、目標といたしましては、育児休業取得率13％、また、出産の前後に配偶者がと

ることができる有給休暇を対象となる全ての男性職員が５日以上取得することを目標とし

て取り組むこととしております。 

 そのために、６ページ左側にありますような男性職員の育児休業等取得促進のためのハ

ンドブック、「イクメンパスポート」と呼んでおりますけれども、こういったものを配布

する。右側でございますけれども、男性職員の育児休業等の取得を啓発するポスターとい

ったことで、取得促進を呼びかけているわけでございますが、特にこの育児休業、休暇に

ついては、それをとりやすい職場の環境が重要であることから、ポスターには上司を登場

させまして、そのサポートをするということ、あるいは、ことしについては、同僚職員も

登場させて「おめでとう！応援します」ということで、上司、同僚も含めて職場としてそ

の育児関係の休暇を取得しやすい雰囲気をつくっていくことに取り組んでいるわけでござ

います。また、育休については、とるのが当たり前であって、育休をいつとるのかという

ことを合言葉として進めていきたいと考えているところでございます。 

 取得状況でございますが、７ページを御覧いただきたいと思います。左側の下に折れ線

グラフがございますが、この青いほうの線が国家公務員の男性職員の育児休業取得率でご
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ざいまして、26年の3.1％から27年度の5.5％へと伸びているところでございます。いわゆ

る男の産休、配偶者出産休暇と育児参加のための休暇の使用状況が右にございますけれど

も、（３）の一番最後の行にございますとおり、５日以上取得した男性職員の割合は、26

年度24.7％から27年度30.8％へと伸びているところでございます。ただ、先ほど申し上げ

ましたとおり、こちらの目標は100％でございますので、まだまだ低いということで、今後、

この取得率を引き上げるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

 ２ページ目にお戻りいただきまして、右上のところでございますが、「子育て等をしな

がら活躍できる職場づくり」ということで、育休あけの女性を対象といたしました女性セ

ミナーを実施する。あるいは、男性職員も加えた仕事と育児の両立セミナーを今年度新た

に実施したところでございます。また、両立支援のため、産前・産後休暇、育児短時間勤

務、育児時間等の取得実態に応じて定員についても措置をしているところでございます。 

 次に「Ⅱ 女性の活躍推進」でございますが、「女性の採用の拡大」ということで、女

子学生霞が関インターンシップを初めといたしました働きかけ、あるいは民間企業が主催

する就職イベントへの出展などを通じまして、まず、女性に公務員試験を受けていただく

ということについても取り組んでおります。また、国家公務員のワーク・ライフ・バラン

ス等に関する取組を掲載したホームページ、パンフレット等を作成しているところでござ

いまして、その結果、黄色の枠の中ですけれども、採用につきましては、目標の30％をク

リアしているところでございます。 

 右にまいりまして、「女性の登用の拡大・キャリア形成支援」ということで、女性職員

に若いうちから将来のキャリアをイメージしていただきたいということで、若手女性職員

を対象としたキャリアセミナーを昨年度から実施しているところでございます。また、係

長級として経験年数を一定程度有している女性が今後のキャリアに対して前向きになれる

ようなセミナーということで、中堅女性対象のキャリアセミナーについても、今年度新た

に取り組んでいるところでございます。また、さまざまな分野で活躍している女性職員を

紹介する冊子も作成・配布しているところでございます。女性職員の登用についての目標

でございますけれども、第４次男女共同参画基本計画で定められている計画目標に対しま

して着実に伸ばしてまいりたいと考えておりまして、黄色の枠の中、括弧内が平成28年７

月現在の現状値でございますが、各省庁と連携をしてこれを着実に目標に近づけてまいり

たいと考えているところでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

○佐藤会長 続きまして、「地方公務員等における女性活躍の取組」について、総務省か

ら御説明いただければと思います。 

○総務省 「地方公務員等における女性活躍の取組」という資料を御覧いただきたいと思

います。 

 まず、私からは地方公務員一般の取組について御説明いたしまして、後ほど消防分野に

おける取組の御説明ということでお願いいたします。 
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 資料の１ページでございますが、女性地方公務員の採用・登用の現状と第４次男女共同

参画基本計画での成果目標を記載してございます。現状につきましては、上の表のとおり

にございます。まだまだ数字が非常に低いところでございます。特に男性の育児休業取得

率につきましては2.9％ということで、国家公務員と比較しても大分低いので、頑張ってい

かなければいけないと考えております。成果目標でございますが、「あらゆる努力を行え

ば達成し得る高い水準の目標を設定する」ことが前提として書かれておりまして、これに

基づきまして、地方について非常に高い数字を設定させていただいております。国の数値

はこちらに書いてございませんが、先ほどの国家公務員の資料にございました。現状値で、

課長クラス、課長補佐クラスは大体国の２倍ぐらいあるということで、こちらの成果目標

についても国よりも倍ぐらいの数字でいこうということで、課長相当職については都道府

県15％、課長補佐相当職で25％という数字を設定してございます。女性活躍推進法に基づ

きます特定事業主行動計画は全ての自治体で策定されておりまして、それに基づいて取組

が推進されているという状況でございます。総務省からは、各団体に対しまして、人事管

理面での変革と男性職員を含めた柔軟な働き方改革を車の両輪として取り組んでいただき

たいということでお願いをしているところでございます。 

 ２ページでございますが、地方公共団体に対する総務省の支援についてでございます。

重点方針2016におきましては、戦略的な広報・情報発信の充実、女性地方公務員の人材育

成の推進といったことが盛り込まれております。これを踏まえまして、広報・情報発信に

つきましては、今年度は先進事例の紹介、自治体と我々総務省の職員の意見交換などを積

極的に実施してきたところでございますが、来年度はこれをさらに充実させまして、この

ページの下段にございます取組を行う予定でございます。１つ目は、調査研究事業であり

ます。民間事業者の専門的知見を得まして、女性職員の活躍、働き方改革を推進するため

の実践的方策について調査研究していきたいと考えております。取組のメニューは大体出

そろっておりまして、地方公共団体も頑張ってやっているわけですが、特に小さい規模の

団体を中心にしまして、なかなか取組の成果が上がらない、具体的な進め方がよくわから

ないといった声がありますので、マニュアルのようなものをつくりまして、各団体が使え

るようなものを取りまとめていきたいと考えております。協議会というものを次の項目に

書いてございます。これは総務省と地方公共団体の担当者が、各団体が抱えている課題に

ついて意見交換を行いまして、具体的・実践的な取組手法を検討していく。これは先ほど

の調査研究と連携しながら進めていきたいと考えております。一番下のところは先進事例

集、これはオーソドックスなものでありますが、先進事例、ロールモデル職員についての

事例集も取りまとめて配布していきたいと考えております。 

 ３ページでございます。人材育成の推進であります。１つ目は、自治大学校における地

方公務員女性幹部養成支援プログラムというものでありまして、こちらは自治大学校で幹

部職員の養成を行っているわけですけれども、これにつきまして、女性幹部職員候補に特

化しましてプログラムをつくっている。平成26年度から年に２回実施してございます。来



32 

年度も行う予定でありまして、中身につきましては省略させていただきますが、ここに書

いてあることを実施してございます。それとはまた別に自治大学校の各種研修課程におけ

る「女性活躍・働き方改革」に関する講義も行っております。これは今年度から実施して

おりまして、都道府県・政令指定都市の幹部候補職員向け、市区町村も含めて幹部候補職

員向けの研修、管理職員向けの研修というものを複数回実施しているということでござい

ます。 

 ４ページでございますが、地方公共団体における多様な人材の活躍と働き方改革に関す

る研究会というものを今年度に実施いたしまして、先月、報告書を取りまとめて公表した

ところでございます。こちらの研究会は一橋大学の辻琢也副学長に座長になっていただき

まして、検討を行いました。この研究会での基本的な問題認識としましては、こちらの左

側に書いてございますが、女性職員の割合が今後増加見込みである一方で、女性職員に昇

任をちゅうちょする傾向が見られることが基本的なところでございます。その昇任をちゅ

うちょする理由につきましては、職場の環境が整っていない、男性を中心とした人事慣行

があるといったところが大きなところでございますけれども、現状として昇任をちょうち

ょする傾向があるということでございます。優秀な幹部・管理職員の確保、政策の意思決

定過程に女性の視点を反映することができなくなるおそれがある。したがいまして、女性

地方公務員の活躍は自治体経営上の重要課題であるとの認識のもとで、人材育成に取り組

む必要があるという基本的な認識のもとに検討を行ってまいりました。研究会の報告書の

概要を下のほうに書かせていただいております。人事運用につきましては、例えば、早期

育成のためにライフイベント（結婚、出産、育児）などを迎える前に幅広い業務を経験で

きるような人事運用を行うべきである。人事評価の面談の機会を活用して、すぐれている

点や今後伸ばしてほしい点といったものを具体的に伝えて、自信やモチベーション向上に

つなげることが重要であるといったことが提言されております。働き方改革の見直しにつ

きましては、例えば、管理職が率先してワーク・ライフ・バランスの取組を行って、労働

時間の長さよりも業績や業務の改善・効率化を重視する職場環境を実現する必要があると

いったことが提言されているところでございます。来年度につきましては、この研究会の

報告書をもとにしまして、先進事例の掘り下げなどという形でフォローアップをしていき

たいと考えております。 

 ５ページ以降でございますが、話は変わりますけれども、地方公務員の臨時・非常勤職

員に関する制度改革について御説明させていただきます。 

 前提としまして、資料の８ページを御説明させていただきたいと思います。地方公務員

の臨時・非常勤職員につきましては、平成28年４月現在で約64万5,000人となっております。

そのうち、女性の割合が約75％を占めているということであります。分野別で見ましても、

看護師、給食調理員、保育士など、幅広い分野で御活躍をいただいている状況でございま

す。 

 ５ページにお戻りいただきまして、地方公共団体におきましては、厳しい地方財政が継



33 

続しておりますが、一方で行政需要は増大して多様化しているということでございます。

その臨時・非常勤職員の数はここ11年で19万人増加しております。これに対しまして、地

方公務員法では臨時・非常勤職員の制度が明確に定められていないということがございま

して、各団体で任用のあり方がばらばらの対応になっているということでございます。一

般的な補助的な事務職員として任用している方について、本来であればそういう方は一般

職の非常勤職員で併任をするのがもともとの制度の想定しているところでございますが、

これを特別職の非常勤とか、あるいは臨時的任用という形で採用しているところが多い。

そういうことが典型的な問題点であるということであります。こうしたことから、例えば、

個人情報を扱うにもかかわらず守秘義務が課されていないといった問題なども生じてござ

います。また、現行法制のもとでは、職員と同様の勤務形態の非常勤の方に対して期末手

当が支給できないといった状況がございます。 

 ６ページです。こういった課題に対処するために、３月７日、今月７日に地方公務員法

及び地方自治法の一部を改正する法律案を国会に提出いたしたところでございます。この

改正法案では、特別職と臨時的任用につきまして要件の厳格化を図りまして、それととも

に地方公務員法が適用となる一般職の非常勤につきまして、会計年度任用職員という類型

の制度を創設することとしております。これによりまして、基本的には会計年度任用職員

への移行を進めて制度の明確化を図っていきたいと考えております。そして、会計年度任

用職員に対しましては、国の非常勤職員の取り扱いとの均衡を踏まえまして期末手当の支

給を可能とするという内容にしてございます。これまで期末手当の支給が認められていな

かったことを考慮いたしますと、今回の改正法案によりまして、臨時・非常勤職員の勤務

条件の改善にもつながるものと考えております。総務省としましては、今後、任用や、給

付、休暇、休業などの勤務条件、研修、福利厚生等につきまして、地方公共団体向けの詳

細なマニュアルを策定するなどしまして支援を図っていきたいと考えてございます。また、

会計年度任用職員制度を重要な基盤として、今後も必要な取組を推進していく所存でござ

います。 

 女性地方公務員一般については、以上でございます。 

○総務省 消防庁対策官の伊勢村でございます。 

 消防・防災分野における女性活躍促進につきまして、消防吏員、消防団員、それぞれに

ついて御説明させていただきます。 

 資料は、続きまして、９ページ、10ページを御覧いただければと存じます。 

 まず、常備消防として勤務いたします女性消防吏員につきましては、青いところに書い

てございますとおり、参考値でございますが、消防吏員はほかの公安職の職業に比べて非

常に低うございます。これはまだ消防という職場が女性が働くという御認識を皆様にまだ

お持ちいただけていない、または安全に勤務していただいている女性は多数おりますけれ

ども、そういった方々の認知がまだまだ消防として十分でないといったことを原因として

考えております。これに基づきまして、27年度より検討会を行いまして、28年度、この資
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料でいきますとオレンジ色の部分につきまして、主にその採用の部分に対する促進、それ

から、今、中にいる方々のさらなる教育ということで進めさせていただいてきております。

具体的には、ブロック別の職業説明会、実際に活躍をされている女性の消防吏員に、これ

から職業を選択する年齢の方々に接していただいて、職業を選択する一つの選択肢にして

いただくということを、国としてもブロック別の説明会に参加してやっているとか、パン

フレット・ポスター等もさせていただいたところでございます。こういったものを来年度

も引き続き実施をさせていただきます一方、既に女性が勤務されている場所でのより一層

職域を上げていくためのアドバイザーの制度、または、いまだ各消防本部においては女性

が一人もいないという本部もございますので、そういったところでの１人目を迎えるに当

たっての適切な制度設計、体制整備、資機材の整備、そういったものに対してのアドバイ

スもできるようなアドバイザー制度を29年度から運用していきたいと考えております。ま

た、男性・女性の分布が非常に偏っている職場でございますので、さまざま相談が円滑に

行えるように、メンター等に対するスキルアップ研修も29年度から実施をしていきたいと

考えております。加えまして、消防大学校というところで幹部教育を実施しておりますが、

昨年度は初めて女性消防吏員の研修機会の拡大ということで、幹部を目指す女性の準備的

な講習というものを実施いたしました。現在、全国の女性消防吏員というのは約4,000名お

りますけれども、60名の受講を受けまして開催したところでございます。来年度につきま

しては、同規模ですけれども、日程を膨らませまして実施をしていきたいと考えてござい

ます。 

 続きまして、10ページでございます。消防団員につきましては、一応特別職の地方公務

員ということになってございますが、生業を持ってかつ消防団員として活動していただい

ている方々でございますので、いわゆるフルタイムの職員ではございませんが、同じよう

なカテゴリーで説明をさせていただいております。消防団員全般といたしましては、残念

ながらなかなか全体の数が伸びていかない、微減という状況にございますが、女性の団員

につきましては、おかげさまで右肩上がりで増えてございます。そういった女性が参画し

ていただける社会環境を生かして、消防・防災の分野でもさまざまなお時間をいただいて

女性が参画できるようなさらなる促進策というものを続けていきたいと考えております。

具体的には、そのモデル事業でリーダー的なモデル事業の女性がどのような消防・防災の

部門においてスキルを発揮できるか。またはそういったスキルを身につけることができる

かといったものを各地方自治体でやっていただくためのモデル事業であるとか、またはそ

の各地域において、なかなか数は少ないですけれども、活躍していただいている女性消防

団員の方々が、全国に年に１回は一堂に会していただいて、昨年でいいますと2,000名程度

の参加をいただいて、全国大会をやって横のネットワークをつくる。または、いわゆるバ

ックアップ的な業務のみならず、消防ということですから消火の前面に出られるような女

性の活動についても、可能な範囲で促進していくという趣旨で、女性の消防操法大会、今

回は秋田で実施いたしますけれども、こういったものを推進していく予定でございます。
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こういった一連の活動を通じまして、女性消防吏員、女性消防団員の活躍促進を推進して

いく所存でございます。 

 以上でございます。 

○佐藤会長 それでは、最後になりましたけれども、「国土交通分野における女性活躍の

取組」を国交省から御説明いただければと思います。 

○国土交通省 国土交通省総合政策局の稲山と申します。 

 私からは、「国土交通分野における女性活躍の取組」ということで御説明を申し上げま

す。 

 資料２－４－１を御覧ください。 

 １枚おめくりいただきまして、まず、１ページ目でございます。「i-Construction～建

設業の生産性向上～」でございます。人口減少や高齢化が進む中、建設業が社会の安全・

安心の確保を担う「地域の守り手」としての役割を果たすためには、働き方改革とともに

生産性向上が必要不可欠であると考えてございます。そこで、国土交通省におきましては、

建設生産プロ セスで ICT等を活用 するこ とで生産性を 向上さ せるという取 組、

i-Constructionを推進してございます。こちらでは、2025年度までに建設現場の生産性の

２割向上を目指しております。今年度は、ICT土工というものを実施できる体制を整備いた

しまして、年間で1,620件以上の工事をICTを実装した建設機械等を活用するICT土工の対象

といたしまして、そのうち584件の工事でICT土工を実施してございます。受注者からは、

起工測量の日数が大幅に短縮されたあるいは重機との接触危険性が大幅に軽減されたなど

の声が聞かれております。また、ICTの人材育成を強化するために、受発注者向けの講習、

実習も実施してございます。今年度は、全国468カ所において実施しております。今後は、

土工以外の分野にもICTを導入するために必要な基準等を整備いたしまして、順次対象工種

を拡大していくなど、引き続き建設業の生産向上に努めていくこととしております。 

 ２ページ目でございます。造船現場における女性活躍の促進につきまして、造船業にお

きましても、少子高齢化が進む中、人材不足が今後の成長に深刻な影響を及ぼすことが懸

念されてございます。男性社会でありました造船業でございますが、最近一部の造船業で

現場を取りまとめる女性班長が誕生し、活躍をされているということで、女性が大きな戦

力として期待されております。そこで、官民を挙げて女性が活躍できる場を広げ、より多

様な人材を確保・育成することが求められている状況でございまして、国土交通省といた

しましては、これまで造船業を目指す女性を含む若者の拡大を図るべく、高校・大学生を

対象としました中小造船事業所でのインターンシップの推進や、高校教員を対象とした研

究会のトライアル事業等を実施いたしまして、地域の造船企業と教育機関とのネットワー

クの強化のためのガイダンスを取りまとめているところでございます。平成29年度は、地

方運輸局の主導で、地元産官学の関係者から成る人材対策協議会というものを立ち上げま

して、このガイダンスに沿いまして、インターンシップ生の受け入れや、教員を対象とし

た研究会等の開催を促し、女性に造船のものづくりの魅力を理解していただく機会をふや
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してまいりたいと考えてございます。 

 ３ページ目でございます。建設業における女性の入職・定着の促進という点でございま

す。建設業における女性活躍の取組といたしまして、女性技術者、技能者を５年以内に倍

増させることを目標といたしまして、建設業５団体と国土交通省が共同でもっと女性が活

躍できる建設業行動計画を平成26年８月に策定しております。女性のさらなる活躍を、建

設業の国内人材確保、育成策の柱の一つに位置づけ、官民一体となった取組を始めてござ

います。これを受け、国土交通省におきましては、建設業での女性活躍に関する各企業の

意識、取組状況についての実態調査、女性職員を採用する経営者向けセミナーの開催とか、

女性リーダー育成プログラムの策定などの取組を進めてまいりました。また、国土交通省

の直轄工事におきまして、建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取組の一環として、

男女ともに快適に使用できる快適トイレの設置の原則化という、女性活躍のための環境整

備の推進にも努めてございます。平成29年度におきましては、さらにそういう女性技能者

の入職・定着を図っていくために、計画的な女性技能者の入職・定着に取り組む企業等に

対するコンサルティングなどの支援や、建設業で活躍する女性技能者向けの情報発信を行

っていく予定としてございます。今後も目標達成に向け、官民で力を合わせて取り組んで

いくこととしております。 

 続きまして、４ページ目でございます。自動車運送事業等における人材の確保・育成等

に向けた普及啓発活動でございます。自動車分野におきまして、３つの取組を進めており

ます。まず、１つ目が、女性ドライバー応援企業認定制度の創設。女性タクシードライバ

ーの新規就労・定着に取り組む事業者を認定しまして、その認定事業者を国土交通省のホ

ームページで紹介させていただいているという事業でございます。続きまして、トラガー

ルサイト、女性トラックドライバーの呼称を「トラガール」と呼んでおりますが、そのサ

イトを開設いたしまして、トラガールを目指す女性への訴求でありますとか、女性ドライ

バーの活用について経営者等が考える契機にしていただき、業界全体のイメージ改革を図

っていくことを目途にそういうホームページを立ち上げてございます。それから、自動車

関係団体で構成される自動車整備人材確保・育成推進協議会と連携いたしまして、女性を

対象といたしましたポスター等による自動車整備士のイメージ向上の啓発行動の実施、そ

ういった取組を行ってございます。 

 最後、５ページ目でございます。海上保安庁における女性職員活躍推進への取組でござ

います。海上保安庁では、昭和54年から海上保安学校におきまして女子学生の採用を開始

いたしておりますが、現在、全職員の約６％、約800人の女性職員が在籍しております。平

成26年には、海上保安庁女性職員活躍・ワークライフバランス推進本部を設置いたしまし

て、女性職員が活躍できる職場環境づくりや全職員のワーク・ライフ・バランスの推進に

関する取組を実施してございます。具体的には、女性職員の不安解消や意欲向上のための

研修や人事担当者とのキャリア面談、女性職員の意見も踏まえながら、トイレ、風呂、洗

濯室などの設備の配置等を女性に配慮したものとした巡視船艇等の整備などを実施してご
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ざいます。 

 以上、早口になりましたが、国土交通省における女性活躍の取組について説明を終わら

せていただきます。 

○佐藤会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、この次にもう一個議事があるので、20分程度で、今の御説明について、御意

見、御質問を伺えればと思います。 

 白河委員は出なければいけないから、先にいいですか。 

○白河委員 １個だけ、国土交通分野に関してなのですけれども、すごく頑張って取り組

んでいらっしゃるのはよくわかりますし、本当に必要なことだとは思っています。 

 ただ、普通一般企業の試みを見ていると、まず、男女雇用均等法で男女は全く差別ない

よねということになって、その後、それだと女性がライフイベントでやめてしまうので、

今度は両立支援を厚くしましょうというところがあって、両立支援を厚くしてもなかなか

その活躍までいかないということで今度は活躍支援をやって、今、やっと男女ともに働き

方を変えていこうみたいな、働き方改革という４段階で移行していって、実際に企業さん

を取材していると、女性に優しいを10年ぐらいやってからやっと働き方改革に来て、今、

労働時間の短縮など、テレワーク等の柔軟な働き方をやることによって、女性が意欲的に

なって、活躍するようになってくるという段階になっているのです。 

 ですから、女性に優しいを10年やらなくても、ある程度短くしてそこに飛んでも同じ効

果を得られると思っているので、女性に優しいだけを長年やる必要はもうないのかなと。

先駆企業が既にさんざんやったので、女性に優しいと同時に両立支援と活躍支援を両方や

らないとなかなか難しいと研究者の方もおっしゃっていたので、優しいだけを長年やるの

はもったいないのではないかと思っています。 

 そういうところです。ありがとうございます。 

○佐藤会長 まず、小山内委員からどうぞ。 

○小山内委員 消防庁の取組について、お話をしたいと思います。 

 女性消防吏員を５％にという成果目標を立てて、さまざまに取り組んでいらっしゃって、

本当にすばらしいなと思っております。 

 これも青森の事例なのですが、実は青森の女性吏員の割合は、今、1.2％ぐらいなのです。

成果目標として、2.5％を目指しています。今度、４月から初めてこの女性吏員を採用する

地域がありまして、そこの事務組合の方々が、初めて女性を受け入れるに当たって、自分

たちはどうしたらいいのか、非常に不安だというお話があり、先日、その消防士さんを対

象に研修を行いました。 

 そこの消防の人数が大体485名なのですか、そのうち300人ぐらいの方々が２回に分けて

参加してくださいました。今、取組についてお伺いしたところ、ソフト面とハード面があ

るかと思います。 

 ソフト面については、女性たちが活躍できる環境づくりをいろいろと考えていただいて
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いるという点、ハードの部分では、浴室とか仮眠室とか、そういう施設が必要なわけで、

そこへの財政的支援をするというお話でした。ここの財政的支援の部分で具体的に聞いた

ところ、国からの予算はあるのですが、もっと増やさないと一つ一つの事務組合まで予算

がなかなかおりていかず、ハード面では難しいのかなと思いました。ソフト面なのですが、

女性へのさまざまな取組がなされているのですが、先ほどお話ししたように、実はそれを

受け入れる男性、これまで、例えば、消防イコール男の役割だと思ってきて頑張ってきた

方々に対するいろいろな意識改革であったり、社会の動きの説明、それこそ男女共同参画

の理解とか、そういう研修の場というのがなかったみたいなのです。 

 しかしこれは、両輪でやっていかないと、女性は入ったものの継続就労が難しいのでは

ないかと思っています。これからは受け入れる、今いる職員の方々への研修という部分に

も力を注いでいただければと思いました。これは、別に消防庁の関係だけではなくて、先

ほどの国土交通省の分野におけるお話もありましたけれども、これまで女性が少なかった

分野においてはどこにも共通して言えることではないかと思いました。 

 その研修等をするときに、男女共同参画センターであったり、各自治体には男女共同参

画の担当課というものがあるわけで、そこと横断的な協力体制がないと進まないと思うの

です。消防の方々は、男女共同参画に自分たちの仕事がどう関係しているのかという部分

に対する観点がなかったということなのです。ですから、そういうところをもう少し広く

広報・周知していっていただいて、どちらも他分野との連携という部分をもう少し強固に

進めていっていただければといいかと思いました。 

 以上です。 

○佐藤会長 もしあれば、もうやっていますと。伺っておくということであればいいです

けれども。 

○総務省 ありがとうございます。 

 アドバイザーの派遣につきましては、今、委員からおっしゃっていただいたような、男

性向けというものを重視してりおりまして、是非そういった形で各県のポストの方々と連

携をさせていただきたいということを考えております。ありがとうございます。 

○佐藤会長 堀江委員。 

○堀江委員 ありがとうございます。 

 公務員の方の働き方について２点お伺いしたいのですけれども、まず、ゆう活について

なのですが、今、企業さんに向けて弊社も女性活躍推進とか働き方のコンサルとかを行っ

ているのですけれども、あのゆう活の結果はどうなったのかというところをよく聞かれる

のです。なので、昨年行った結果、どれくらい皆さんそれを実行されたのか、そして、そ

こから働き方がどういうふうに変わったのかというところを是非お伺いできればと思って

おります。 

 もう一つが、教員の方に向けて、これは女性活躍ではなく本当に働き方の部分だと思う

のですけれども、教員の部分に関してはまた別の取組が必要になってくるかと思っており
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ます。そもそもの事務的な作業だったり、部活の問題だったりというところで、ここも改

善できるにもかかわらず、学校はそういったコンサルティングのお金を持っていないので、

自分たちではできないというところから、結局、働き方は全然変わらないというところが

ありますので、そこに対してどのような形で公務員のところを別途施策をやっていらっし

ゃるのかどうかということをお伺いしたいと思っています。 

 もう一つ、これは私事でもあるのですけれども、そういった公務員の方の働き方改革を

していくために、この紙の印刷というところは是非削減をしていただきたいと思っており

まして、実は私は大学生のときに厚生労働省でインターンをしておりまして、そのときに

保険局総務課でずっと印刷をして１日中ずっとやっていたため目指すのをやめたという経

緯がありまして、こういった形で行政にかかわらせていただけることはすごくうれしいの

ですが、まだ変わっていないのだなというところは常日ごろ感じていますので、私は違っ

たかもしれないのですけれども、もしかしたら優秀な学生とかがそれがきっかけで入るの

をやめるということもあるかもしれないので、そのあたりも今後是非改善していただける

と、皆さんの労力もなくなるのではないかと思っております。 

 以上です。 

○佐藤会長 もし何かゆう活等の働き方改革の成果とかはここに載っていますとかがあれ

ば。 

○内閣人事局 恐縮でございます。 

 実は平成28年度のゆう活につきましては、28年度11月に実施結果を取りまとめて公表し

ておりまして、内閣人事局のホームページで御覧いただけようかと思います。基本的には、

27年度よりも取組が定着し進んできたので、今後とも頑張ってまいりたいということにな

っておりますけれども、職員が意識変化を感じている割合が６割近くに上がっていたり、

あるいは、自身の働き方を見直すきっかけになったという職員も半数程度に伸びてきてご

ざいます。こういったことを継続することも重要でございますので、こういった取組につ

いては今後とも取り組んでまいりたいと思っております。 

 また、ゆう活を実施した人は、早く帰ると言った日に定時に退庁していただきたいとわ

けなのですけれども、その定時退庁割合も昨年度は７割を超えまして、１年目に比べて２

年目のほうがかなり取組が定着してきたかと思っているところでございます。 

 ペーパーレス化につきましては、私どもの資料２－２－１の５ページに、霞が関の働き

方改革を加速するための重点取組方針の概要という紙がございます。これは白河先生にも

お世話になりまして、霞が関の働き方改革を加速するための懇談会というものを28年３月

から実施いたしまして議論をしていただいて、その提言を踏まえて今後取り組んでいく方

針としたわけでございますが、その中でも、１番目の項目としてリモートアクセスとかペ

ーパーレスの推進をしていかないといけないという観点を取り入れておりまして、今後３

年程度を目途に各府省でも取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

○佐藤会長 ゆう活も含めた働き方改革は、先ほど御説明があった１ページの表彰の中で
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も具体的な事例が出ていて、見ていただくと、こんな取組もというものがあると思います

ので、見ていただければと思います。 

（白河委員退室） 

○総務省 地方公務員についてでございますけれども、ゆう活の効果ということで、ちょ

うどきのう、地方公務員の時間外勤務に関する実態調査の結果を取りまとめて公表いたし

まして、総務省のホームページの報道資料のところにその結果が載ってございます。その

調査の中で、ゆう活の効果というものも聞いておりまして、その結果でいいますと、調査

対象が都道府県・政令指定都市と県庁所在地で、全部で99団体でございます。ゆう活の効

果の有無について回答があった60団体のうち43団体、大体70％ですが、効果があったとい

う回答であります。 

 例えば、具体的な例でいいますと、時間外勤務が対前年同月比で約15％減少したとか、

ゆう活実施職員の定時退庁率が約95％になったとか、ゆう活実施職員の時間外勤務実施率

がその他の職員の８分の１程度におさまったといういい例も報告されているということで

ございます。 

 教員につきましては、申しわけございません。地方公務員がほとんどでありますけれど

も、教員の勤務時間というのは特例法とかもございまして、基本的には文部科学省さんが

全部対応されているものですから、詳細がわからないものですから、恐縮でございます。 

○佐藤会長 それでは、横田委員、お願いします。 

○横田委員 先ほど、この時間の前に夫婦が本音で話せる魔法のシートというものの御紹

介がありました。イクメンハンドブックはとても素敵なツールだと思ったのですが、その

魔法のシートというものの存在は御存じで、活用はなされていたりしますか。 

○佐藤会長 いかがですか。おわかりの範囲で。 

○内閣人事局 魔法のシート自体は、恐縮ですが、存じ上げておらないわけですけれども、

家族でお話をしてどういう育児をするのかということを話し合いましょうという観点につ

いては、イクメンパスポートの中のチェックリストという形で盛り込んだりはしておりま

す。 

○横田委員 ありがとうございます。 

 先ほどまさに男性の家事参加目標を達成できるのかという話をしていたところです。イ

クメンハンドブックを先ほどダウンロードして拝見し、中身はとてもよさそうだと思いま

した。魔法のシートもよい内容です。魔法のシートももっと活用してもらえるようにこれ

から努力していきますと先ほどおっしゃっていたので、PDFファイルが上がっているような

ので、ハンドブックの中で家事分担の細かな内容まで入っていなかったので、是非いいツ

ール同士、全体で使い倒したらいいのではないかと思いました。 

 以上です。 

○佐藤会長 ほかにはいかがですか。 

 鈴木さん。 
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○鈴木委員 今後数回のヒアリングを経た後のとりまとめの会議に向けて、全体的な意見

として、１点だけ申し上げます。 

 今日のお話の中で申し上げると、例えば、国家公務員の採用者に占める女性割合は、フ

ローの目標なので、それを毎年維持するということになりますけれども、内閣人事局さん

の御説明では「クリアしている」という言い方をされたわけです。クリアしたものをどう

考えるのかというのは一つの論点だと思うのです。審議会等委員の女性割合も、国も地方

ももう少しで達成できそうという感じですね。 

設定している目標を変えるというのはなかなか手続的に大変だと思いますし、頑張って

クリアするとハードルを上げられてしまうのだったら頑張らないということが現場で起き

てしまうおそれがあるので難しいわけですが、私は頑張ったエビデンスがあるのであれば、

我々としてきちんと十分に称賛すべきだと思います。それから、先ほど小山内委員が予算

配分についておっしゃっていましたが、頑張っているところにはもっと頑張っていただい

て、男女共同参画社会実現の牽引役になっていただく必要がある。ですので、予算をクリ

アしていないところに予算を配分していくのか、それともクリアしたところにもっと配分

していくのかというのは、インセンティブとして非常に重要な話です。実はクリアしてい

るかどうかというのは本質的な問題ではなくて、クリアしているところは働きたい女性が

思う存分働けるようになっているとか、ナレッジが多様化して生産性が上がっているとか、

そういういいことが起きているはずです。インセンティブという意味でも、あるいは必要

度から成果へシフトさせていくという意味でも、予算の使い方はダイナミックに考えてい

っていただくことが望まれます。意見として申し上げます。 

○佐藤会長 どうぞ。 

○家本議員 家本でございます。 

 ２点、消防の件について意見を申し上げたいと思います。 

 １点目は、先ほど小山内委員から消防吏員の話についてお話がありまして、現状の2.5％

のお話を伺いまして、目標値を見ると、平成38年までに５％という数字で、何となくの感

覚ですけれども、これはあと10年あればいけるのではないかと思った一方で、先ほどのお

話で、青森のケースのように、まだこれからというお話のところもあるということで、重

点的にそのパーセンテージが低いところについての傾斜配分については必要なのではない

かというところを感じたところです。 

 もう一点が、女性消防団員の件について、最後の10ページで御説明いただきました。２

万4,000人ぐらいですと。ただ、たしか全体85万ぐらいが消防団員の数だったと承知してい

ますが、そもそもこのペース以上に消防団員数が減っている状況にあると思います。地方

によっては、東京では聞いたことがありませんが、いわゆる女性消防団という形で組んで

いらっしゃるところなどもあると聞いたことがありますが、自助・共助・公助の観点でい

くと、女性の消防団員の方をふやしていくのはとても大切だと思うのですが、感じるとこ

ろとして、団長さんや副団長さんレベルで女性の方がいらっしゃるケースは結構少ないの
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ではないかと思っていまして、団員をふやしていくという活動についてはもちろん重要だ

と思うのですけれども、結局、その上にいらっしゃる取りまとめの方の中に女性の方がき

ちんとふえていく状況も、これは年次の問題もあるので今すぐにはできないこともあるか

もしれませんが、ここも重要なのではないかと思っていまして、意見を申し上げたいと思

います。 

○佐藤会長 もし何かあれば。 

○総務省 貴重な御示唆をありがとうございます。 

 常備消防のほう、2.5％を５％にするというものにつきましては、確かに10年かかる部分

もあろうかと思いますけれども、現在おります4,000人に対して、ざっと全国で１年間に受

けていただける女性の数は約2,000人ぐらいが今はおります。そういうことですので、学齢

人口にあるような方々の数を見れば、もう少し受けていただける方をふやせるのではない

かと。ことし１年間８カ所でさまざまなイベントをやらせていただいたところ、非常にア

ンケート上の定着率がよかった。思った以上に消防の女性に接していただくと、目指して

いただける若い方々は多かったのだなという印象を持っております。ひとえにPRがまだま

だ足りない部分、また、開拓していける部分だと考えておりますので、当初の３年間につ

きましては、これを重点的にやっていこうと思っております。 

 また、団員につきましては、確かに全体数の検証というところが大きな課題でございま

して、これは消防庁を挙げて取り組んでおります。 

 御指摘がありました団長クラスにつきましては、昨年度から、例えば、名前を出したら

あれですけれども、沖縄県等において女性の団長さんという方が就任をされました。また、

それ以外のところでも、団長さん、副団長さんクラスの方々で、女性活躍担当という方で、

男性ですけれども、そういう役割を担って、女性の方々の活動を真剣に考える団の幹部が

いるように、こんなことも取り組んでいただいているところもございますので、そういっ

た形で進めていただければと考えております。 

 ありがとうございます。 

○佐藤会長 あと少し、何人か伺えると思います。 

 どうぞ。種部さん。 

○種部委員 今日のこの議題の中で申し上げるのがいいかわからないのですけれども、各

都道府県あるいは地方公共団体の審議会の委員のパーセンテージです。目標値にかなり近

いところがあるのですけれども、質を考えていただきたいと思っています。私も地方で審

議会委員をやっているのですが、どの審議会に行っても同じ役者が出ている。これをパー

センテージで言っていいのかと思うのです。 

 もう一つ、先ほどありましたように、消防や防災会議などは目標値がもともと低いもの

で設定され代表値として出されているのだと思うのですが、防災会議の10％のうちのほと

んどが看護協会とか、決まった団体だったりします。そうではない団体から出てくるとい

うのが最終目標だと思うので、この数だけではなくて質の評価を是非含めていただきたい
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と思います。逆に、数字は変わっていないのですけれども、今まで出たことのない団体か

ら出てきたことは評価に値すると思うので、そういう評価もお願いしたいと思います。 

○佐藤会長 鈴木委員のお話にもかかわるのですけれども、公務員の採用をトータルでク

リアしていても、各省庁別にかなり違いもあると思いますし、多分平均をクリアすること

も大事なのですが、あとは地方ごととか、地域とか、今、言われたように中身とか、次の

段階を少し考えながら取り組んでいただければと思います。 

 あとお一方ぐらい。 

○小山内委員 また消防の話になるのですが、先ほど採用のお話があったので、１つ。知

っていらっしゃると思うのですが、この消防吏員の採用に当たっては、事務組合が直接採

用できるところと市町村が採用するというところがあって、それが非常に大きな問題にな

っているという現場の声を聞いたのです。その辺は国としてもっといい方向に統一できな

いものかというのが１点お伺いしたいなと思いました。 

 事務組合で採用できるともっと女性を採用できたり、その後の女性の活躍に向けて非常

にスムーズにいくというお話を伺いました。 

 それから、消防団員の話なのですが、女性消防団というのもたくさんあるのです。すご

く頑張っている人たちがいるのですが、女性消防団が頑張ると、どうしても私の話になる

とジェンダーの問題になってしまうのですが、もともといた消防団の団員の男性の方々か

らすごいプレッシャーであったり、非常にいろいろな問題を投げかけられるらしいのです。

どこの分野でもあることだとは思いますが、男性の意識改革をしていかないと、女性が本

当に活躍できないのではないかと思いました。 

 女性の活躍は、推進法ができて非常にいろいろな分野で女性はすごく動きやすくなって

きたというのは、わたしも非常に感じています。企業であっても、先ほどの消防にしても、

成果目標を立てたことによって、それをクリアしなければいけないという入り口があると、

それでは、どういうふうにと考えたときに、さまざまな具体的な施策というのが初めて浮

かんでくるというのでしょうか、取り上げてもらえるのではないかと思っています。 

 そういう中で、専門分野における男性の仕事の上での働き方改革というところを女性活

躍と働き方改革というものを同時に伝えていくと、すごく男性たちの納得度が高いのです。

女性が働きやすい職場というのはもちろん男性も働きやすい職場で、少子化問題とか介護

の問題の解決につながるという話をすると、非常に受け入れてもらいやすいです。ですか

ら、女性活躍を推進する上で、そういった根底にある分野というものを是非その中に取り

組んで、積極的に男性の意識改革につなげていっていただけるように、各省庁さんにもお

願いしたいところです。 

 よろしくお願いいたします。 

○南委員 先ほどのコメントと重なる部分があると思うのですけれども、国土交通省さん

がやっておられるように、職種別にきっちり要素分解をして、一つ一つの仕事、職場も多

分全然仕事の内容によって違うと思うのです。教員の件もあると思いますけれども、きっ
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ちり要素分解をやっていくというところと、もう一つは、せっかく資料の中で職種別の女

性比率みたいなものがあるのですが、実際、日本国はどこの国をベンチマークにして、今

後、政策をこの女性活躍推進に関しては追っていくのかということを考えた場合、そこか

らむしろ要素分解をしていって、どの職種が日本が劣っていて、ひょっとしたら業種も含

めて日本のほうがうまくいっている職種もあると思うのです。海外のうまくいっている事

例とか各国の動向を見ながら、きっちり要素分解をしながら、どこにボトルネックがあっ

て、そのボトルネックをどのようにミクロに解決していくのかというのが多分企業経営だ

ったら普通だと思うので、各省庁だったらそれができると思うのです。それがむしろ民間

企業に、全体感ではなくて、各業種、職種、領域に落とし込んでいきながら解決していく

と、少しずつ地味に地道に優先順位をつけて解決できていくのではないかと、資料を見な

がら思いました。 

○佐藤会長 髙橋議員、何かありますか。いいですか。 

○髙橋議員 はい。 

○佐藤会長 渡辺委員、いいですか。 

○渡辺委員 せっかくですので。 

 今、要素分解をしてというお話があって、確かに、そういう分析をしながら、どこが一

番ボトルネックなのか、みんなで是非共有したいと思います。それと同時に、それを全部

見たときに、本当にどこを共通に解決していけば全体がよくなるかという、分解と統合と

一緒に検討するようなことが必要と思います。本専門調査会の委員も、自分の専門ではな

いけれども、ここを強化していけば全体が浮き上がってくのだということを共有しながら

議論できたら大変ありがたいと思います。 

○佐藤会長 まだ御意見はあるかと思いますけれども、一応各府省から伺うのはここまで

にして、まだ御意見はあると思いますので、それは事務局までお伝え願えればと思います。 

 それでは、各省庁の担当者の方、どうもありがとうございました。ここで退席されて構

いません。 

（各省退室） 

○佐藤会長 それでは、次の議事ということで、「男女共同参画に関する施策についての

苦情の処理及び人権侵害における被害者の救済に関する体制等について」です。この部分

はそちらの専門調査会で議論していただくということですので、それについて事務局から

御説明いただければと思います。毎年やっているものですね。 

○出口調査課長 先生、ありがとうございます。 

 冒頭、苦情処理の話に入る前に、一言お願いをさせていただきたいと思います。先ほど

のペーパーレス化のお話で、堀江委員から御意見を頂戴いたしました。私たちも、今回、

フォローアップの資料を初めての取組ということで策定させていただきました。昨年の専

門調査課で活発な御議論があって、それを何とか反映させるべく事務局でやったものなの

で、まだまだ改善の余地があるとは思っております。実際に作業をしますと、ページ数を
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減らすのには、ファイルを統合したり、究極のペーパーレス化、タブレットで見やすいと

するとすれば、またタブレット用にファイルをつくり直すとか、実際に役人の技術はそれ

ぐらいのレベルでございますが、改善の余地はあると思いますので、またお知恵を拝借で

きればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本題の苦情処理について、資料５に基づきまして御説明させていただきたい

と思います。 

 資料５を１枚おめくりいただいて、資料５－１を御覧ください。男女共同参画社会基本

法や基本計画を踏まえ、内閣府では男女共同参画に関する施策についての苦情の処理及び

人権侵害における被害者の救済に関する体制などについて調査を実施しております。今回

は、１年前の28年４月１日現在の苦情処理や人権侵害の被害者の救済に関する体制のほか、

平成27年度に、国、都道府県・政令指定都市に寄せられた苦情の処理件数や相談件数につ

いての結果を御報告いたします。 

 資料５－２を御覧ください。苦情処理及び人権侵害における被害者の救済に関する体制

の結果です。まず、国の体制といたしまして、行政相談委員及び人権擁護委員の推移と女

性委員の割合について、行政相談委員、人権擁護委員、ともに女性委員の数、女性委員の

割合は増加しています。 

 ３ページですが、地方における体制の状況を示しております。苦情処理の体制について

は、自治体により体制の類型は異なりますが、47都道府県、20政令指定都市、全てにおい

て体制が整備されています。 

 ４ページでは、専従担当者について、32自治体において専従担当者が設置され、設置自

治体数、専従担当者数、ともに最近３年間大きな変化はない状況でございます。 

 ５ページですが、人権侵害の被害者の救済に関する体制について、平成28年度は全ての

都道府県・政令指定都市において整備が行われております。専従担当者については、下の

表になりますが、平成28年度に、147名増加し、1,325名になっております。これは備考３

にありますとおり、各自治体の調査方法を確認したところ、前回調査までは配偶者暴力相

談支援センターにおける専従担当者を含めずに報告を行っていたと見られる自治体が複数

あったことから、今回の調査より、同センターを対象に含めることなど、その配暴センタ

ーを含めて調査をするという調査方法を統一いたしました。こうした影響から、今回、数

字が大幅に増加しております。ここについては、過去にさかのぼって数値を改定すべきと

ころではございますが、各自治体における過去のデータの保存の事情などもあって、申し

わけございませんが、27年度までの数値については、これまで公表した数値のままとさせ

ていただいております。 

 資料５－２－１は、各自治体における苦情処理制度の活用促進のための取組の内容を示

しております。 

 10ページ、資料５－２－２というものは、都道府県・政令指定都市における苦情処理の

体制などについて、各県または各政令指定都市における結果でございます。 
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 13ページ、資料５－２－３が、地方公共団体における人権侵害の被害者の救済に関する

体制などについての結果でございます。 

 こうした体制のもと得た苦情に対しての総括的な資料が、23ページ、資料５－３になり

ます。国に寄せられた苦情の処理件数を第４次基本計画の個別分野に沿って分類をいたし

ました。分類別で見ますと、第９分類、男女共同参画の視点に立った各種制度などの整備

についてというところが、中でも各府省窓口のところで355件と、ほかに比べて多くなって

おります。これは今回の調査対象期間、27年度中に選択的夫婦別氏に関するに関する最高

裁判決があって、この影響もあり、この選択的夫婦別氏制度に対する賛否の意見が法務省

に数多く寄せられたことが主な理由となっております。また、第７分野、女性に対するあ

らゆる暴力の根絶については、性犯罪に対する厳罰のあり方についての意見の増加がござ

いました。 

 次の24ページが、都道府県・政令指定都市に寄せられた苦情の件数でございます。35件

が全体でございますが、分野別で見ますと第９分野と第10分野がそれぞれ８件となってお

ります。第９分野の男女共同参画の視点に立った各種制度などの整備では、市主催のイベ

ントや民間サービスにおいて、対象を女性のみとするのは男女共同参画に反するのではな

いかといった御意見、また、第10分野の教育・メディア等を通じた意識改革、理解の促進

では、本日の会議でも出ましたとおり、男性の子育て参加についての意見、また、学校で

の男女混合名簿の使用の要請といった意見が寄せられております。 

 25ページ、資料５－４を御覧ください。こちらは、人権侵害に関する相談件数の結果で

ございます。国に寄せられた相談件数について、法務省の女性人権ホットラインにおける

件数は、このところ横ばいです。 

 26ページは、法務省の人権擁護機関が扱った相談件数、下の表にございますのが人権侵

犯事件数、いずれについても、最近４年間、減少しております。 

 最後の27ページが、都道府県・政令指定都市に寄せられた件数になります。先ほど申し

上げましたとおり、前回調査までは都道府県・政令指定都市の配偶者暴力相談支援センタ

ーのうち、調査対象から外れていたセンターがございました。このため、この左から２つ

目の「配偶者等からの暴力」の件数の数字につきましては、この調査の以前の数字を使用

するのは不適当であると考え、表の下にあります注１にあるとおり、平成26年度までの数

字については、全国に設置されている配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数をか

わりに掲載することにいたしました。他方、最後の最新の27年の数字、12万2,850件につい

ては、今回の本調査で得た結果によるもので、都道府県・政令指定都市における関係機関、

つまり、配偶者暴力相談支援センターのほか、人権啓発センターや労働相談センターなど

での受付件数も含まれます。また、相談項目を大きく５つに分類しておりますが、一番右

のその他のところでございますが、これも今回３万件余りと非常に大きく増加しておりま

すが、これもこの受付の相談内容の分類について、自治体間で統一されていなかった定義

を統一したというところの影響に負うものと考えます。今回、調査の定義とか、調査方法
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などを自治体間で統一させるということで調査を改善した結果、平成26年度以前の数字と

今回の27年度の数字について時系列的な単純比較ができないことになっている点、御理解

いただきますようお願いいたします。 

 また、各自治体の相談件数、個別のものに関しましては、前のほうの資料５－２－３を

御参照いただければと思います。 

 今回の調査で得られた結果につきましては、苦情処理に当たる国・地方公共団体の職員

の職員などのためのガイドブックを毎年策定しておりますが、そのガイドブックの内容の

充実に生かすほか、例年、内閣府で開催する地方公共団体の職員や行政相談委員、人権擁

護委員を対象とする研修の講義内容の改善にも生かしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○佐藤会長 資料５についての御説明、膨大なデータですぐにはということはあると思い

ますけれども、もし何かあれば。 

 どうぞ。 

○鈴木委員 もし追加でコメントをいただければということなのですが、資料５－４の最

初の２ページは、時系列で見ると長期的には件数が低下傾向にあります。これは、例えば、

別の相談先が整備されてきたとか、あるいは実際に課題が解決に向かっているので減って

いるのか、どう読んだらいいのでしょうか。 

 一方で、27ページの配偶者等からの暴力が、御説明のあった定義の調整をしたとしても

時系列的に増加傾向にあります。これは実際に事案がふえているのか、それとも相談しや

すさを向上させたことでふえているのか。あるいは、広い意味で男女共同参画社会実現の

ための施策が広がってきて、その実現によってふえているとみることができるのか。数字

の読み方について追加で教えていただけることがあれば。 

○佐藤会長 お願いします。 

○出口調査課長 ありがとうございます。 

 原因については、さらに詳しく見ていく必要がありますが、１つは、この国に寄せられ

た相談件数、25ページ、26ページの数字が減った一方、27ページの都道府県・政令指定都

市で受け付けた件数は増加しておりますので、ある意味、各地域で相談窓口が開設された

ということで、配暴センターなどの機関で受け付けた相談の内容が、深刻かどうかのとこ

ろも内容を確認する必要はあると思いますが、ある意味、そういった相談先がふえたとい

うことも、影響としてはあるのかなと考えております。 

○佐藤会長 相談しやすくなったということもあるのではないかと。そこら辺のデータの

読み方も、確かに今みたいなものも含めて少し情報提供できればと思います。 

 それでは、ちょっと時間が過ぎてしまいましたが、先ほどお話ししましたように、各省

庁に追加質問があれば、事務局に御連絡いただければと思います。 

 それでは、この辺で本日のヒアリングを終わりたいと思います。 

 次回は４月13日ですので、よろしくお願いいたします。 



48 

 どうもありがとうございました。 


